
Histottcal Library of Shinii TOWn

2002年 3月

究 (V)

文政三年宍道町馬士一件について …………………………………… 月ヽ林 准士 (1)

宍道町の屋号 …………………………………………………………… 浅沼 政誌 (23)

祭礼・年中行事の変化の契機 ………………………………・:・
……… 品川 知彦 (31)

宍道町古文書悉皆調査とその手法 ……………………………… 宍道町史編纂室 (37)

宍道町史編纂日誌 ………………………………………………… 宍道町史編纂室 (46)

島根県宍道町教育委員会

―

―

ヨ



に

平成8年度に策定した「宍道町史編纂基本計画」に基づき始まった宍道町史編纂事業は平

成13年度末までに史料編 (地質、考古、文献古代 。中世 )、 通史編上巻 (地質、原始古代、

中世 )、 古文書 目録 I、 1の発刊を終えました。平成14年度には通史編下巻 (近世、近代、

民俗)の執筆を予定しており、その出版をもって町史編纂の全ての出版事業が終了いたしま

す。

①町史編纂課程の報告、②執筆者の研究レベルの向上、③学術的論証過程の提示などを目

指し、『町史』とセットをなした「町史研究」も、平成9年度の一号以来、今回の五号をもっ

てその目的を終了いたします。島根県の現状からすれば無茶とも思える事業計画と問題意識

で臨んだ宍道町史編纂の過程とその手法は、この町史研究にできるだけ掲示するようにいた

しましたし、この間の様々な困難な問題やそれを克服するための知恵 (苦労)は行間をお読

みください。

町史編纂事業が始まった当初より、私たちはこの事業は地域の主体である住民に視点をお

くことにより、地域史の見直 しをとおした住民主体の町づくり運動を進めるという視点を持

ち続けてきました。と同時に、地方分権といううねりの中で、よりよい未来を作り上げてい

くためにも、地域に根ざした明確な歴史認識が必要なのだとも訴え続けてきました。

私たちの思いが、地域の意識変革に繋がり得たのか、また、繋がり得るのか。その答えも

いずれ歴史の中で判断できることでしょう。事業の当初から端緒のあった地方自治体の再編

(行政の広域化)と いう問題は、宍道町の場合、町村合併という形で日の前に迫っています。

長い歴史の中で、行政単位の再編は幾度となく繰 り返 されてきたものです。しかし、宍道町

を舞台に、出版物の発行を媒体として進めてきた
｀
地域の歴史を明らかにすることでより良

い地域の未来像をつくりあげていく"試みにとって、一つの区切 りであることは間違いあり

ません。

宍道町での取 り組みはその出版物に見られるように、また、町史編纂手法の基本スタンス

であるように、約10数年をかけて住民、専門家、行政の関わりをつなげていったところに特

徴があります。宍道町でのささやかな取 り組みが、今後他の地域での取 り組みに少しでもお

役に立てば幸いです。

2002年も月

宍   道

めじ|ま

町

宍道町教育委員会



文政三年宍道町馬士一件について

はじめに

江戸時代、宍道町は、山陰道沿いに位置する宿

駅であるとともに、宍道湖の舟運と奥出雲方面ヘ

の街道 (大原街道)が接続する水運・陸運の結節

点でもあった。したがって、宿駅として公用の人

馬を供出する機能を負うとともに、特に宝暦9年

(1759)ま では、仁多・飯石・大原の奥出雲三郡

の大坂廻米の津出し場として位置づけられるな

ど、年貢米や鉄、塩などを運送する際の物資流通

の中継点としての役割も担っていた。

このような機能を果たすために、当然ながら、

町場には運送の役割を担う馬が一定数配置されて

おり、その馬を牽いて伝馬御用を動めるとともに、

その見返りとして駄賃稼ぎなどを行う馬士と呼ば

れる職業の人々が多数居住していた。

この宍道町の馬士に関する史料が、これまでに

「宍道駅馬関係愁訴演説書」として、『新修島根県

史』史料編2(近世上)1に翻刻されている。これ

は、宍道町の木幡家文書 (宍道町蒐古館蔵)の 中

にあるもので、文政3年 (1820)2月 に一部の馬士

たちにより提出された訴状である。この史料につ

いては、これまでに伊藤好一氏が「落領域市場に

おける地域市場圏と在方町―松江藩宍道町を中心

として_」 2と 題する論文で取り上げ、この一件

を宍道における「輸送の活発化」、「中下層の人々

の成長による社会の変動を示すもの」と位置づけ

られた。

しかし実は伊藤氏が史料として用いたのは、手

荷方 (後述)と呼ばれた馬士たちの訴状のみであ

る。だが木幡家文書中には、争論のもう一方の当

事者である売荷方 (後述)と呼ばれた馬士たちの

小 林 准 士

返答書 (反論書)も存在する。

したがって、伊藤論文は手荷方を売荷方よりも

下層に位置する馬士として位置づけるなどしてい

るが、もう一方の反論書を読むと、疑問とせぎる

をえないなど、未だ検討の余地を残すものとなっ

ている。

そこで本稿では、物資流通の中継点としての特

色をもった近世の宍道町において、そうした特徴

と大いに関わりのあった存在と考えられる馬士の

実態について明らかにするため、この売荷方の反

論書を取り上げる。この反論書には、すでに翻刻

されている手荷方馬士の訴状も逐一引用されてい

るが、その部分も含めて全文を別に掲げ、今後一

般に利用できるようにするとともに、内容につい

ても検討を加え、馬士の営業形態及び宍道町にお

ける存在形態について、その一端を明らかにする。

そうすることで、宍道町の内部構造、及び物資流

通の拠点として果たした役割を明らかにし、今後

歴史的位置づけをはかる手がかりとしたい。

第一章

争論の経緯

第一節 争論に至るまでの経緯

まず本章では、上述の売荷方馬士の反論書であ

る「意宇郡完道町馬士共御愁訴口上書」3(以下、

「口上書」と略す)に基づき、争論に至るまでの

■
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経緯と争論自体の経過について触れておく。

宝暦9年、大原・飯石・仁多3郡の大坂廻米は荒

木川方の支配となり、宍道を経由せず運送される

ようになる。これに伴い、運送荷物が減少し困第

するようになったとして、天明3年 (1783)に 宍

道町は月6回の諸色売買市開設を出願した4が認め

られた形跡はない。こうした状況を反映してか、

「口上書」によれば、ちょうどこの頃から、馬士

による輸送形態に変化が起こり始めた。以下、

「口上書」の述べるところをたどってみる。

もともと宍道町に運送されてくる荷物について

は、公私双方共、馬指の差配で馬士全員が順番で

運送することになっていた (馬指の差配下での運

送形態を史料中では差継と呼んでいる)。 ところ

が、40年前の頃5か ら、元手のある馬士たちが買

い置いた塩荷を手荷と唱え、自分の持馬に付けて、

奥出雲方面に出向き、家々を廻って販売し始めた。

ただ、この時点では、手荷も差継にした上で、手

荷が廻ってきた際には、馬指の指図で順番外とし、

手荷を扱う馬士 (以下、手荷方という)に輸送さ

せていた 【売①】6。

しかし、いつの間にか、内々に松江の売 り主と

奥出雲の買い主双方に頼み、松江で奥出雲の商人

が直接購入 した塩を、「手荷」ということにして

おき、駄賃をとる形態の営業に変化 した。しかも

この段階で、「手荷」については、差継でなくな

った7。 そして、この「手荷」が増加するととも

に、「手荷」以外の運送荷物 (売荷あるいは送荷

と呼ばれた)が減少して、「手荷」を扱わない馬

士 (以下、売荷方という)が困窮するようになっ

た 〔売①】。

そうした中、天明4年8に 、宍道の馬士と、大原

郡加茂の馬士との争論が起こる。この争論の内容

は不明であるが、これをきっかけとして、手荷 と

いう名目を停止 し、宍道町へ運ばれてきた荷物は

全て順番廻 しで馬士が運送する等の取 り締まりに

ついて議定 した。そのうえで一札を作成 し、連判

の上、宍道町の目代所及び馬指へ提出した。ただ

し、4人の馬士については、生涯の間、手荷を免

許 された 【売①l。

一方 、手荷方 の主張 によると、寛政 12年 9

(1800)に 、松江藩の吟味方役人、郡方元〆等の

役人から、手荷 を仕来 り通 りに許可するべき旨、

言い渡 された 【手⑩】。しかし、売荷方の馬士はこ

の事実を否認 し、手荷方馬士が天明4年の申し合

わせに背き、「手荷は仕来 り」との我が侭を主張

し、「手荷」が再開されるようになったとする 防

①】。

さて、この後の争論発生までの経緯については、

「口上書」からは知ることができない。しかし、

文化4年 (1807)の 加茂の馬士たちの訴えには、

近年、宍道の馬士が加茂近辺に入り込み、荷物の

付け出しをするために、加茂の馬士の荷物が減少

しているので、郡境を越えてのこの行為を停止し

てほしいとある10。 この訴えの通りの行為が宍道

の馬士によってなされたのかどうかは不明である

が、とりあえず手荷にな力
iわ

る新たな動向と関係

する可能性があることを指摘しておきたい。

憑

第二節

争論の経過

(1)争論の発端

以下、「口上書」に基づき、争論の経緯につい

て述べる。

その後、売荷方の馬士たちは、「手荷」を停止

し、すべての荷物を差継にすることを訴えたもの

の、取り上げられなかった。このために、文政2
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年 (1819)の 暮れに、紛らわしい荷物 (「手荷」)

を街路で監視する行為を始めた。これに対し、手

荷方の馬士は町の目代所へ訴えたために、目代が

吟味を行うことになった。しかし、目代が年内に

調停を済ますのは難しいということで、手荷方・

売荷方両者が相談し申し合わせた内容を、目代所

へ届け出、了解を得たかたちとなった 防①】。

手荷方の主張によれば、この申し合わせの内容

は、手荷方は手荷を従来通り運送し、売荷方は駄

賃取りの荷物を運送するというものであった 【手

③l。 しかし売荷方の理解は、「手荷」は許されな

いというものであり、両者の主張は食い違ってい

る 〔売⑥〕。

その後、ど年2月 中頃 (手荷方訴状では14日 )

になって、手荷方の政助という馬士が昨年暮れの

申し合わせに背き、「手荷」を負わせていたので

追及したところ、源右衛門・弥市両人に頼み、今

後慎むので許 してほしい旨、断 りを入れてきた。

にもかかわらず、その後、手荷方から売荷方を訴

える書付を提出した 院①⑨l。

しかしこの経緯に関する手荷方の主張は、売荷

方の制止に抗議したものの、運送を強行すれば、

喧嘩となるので、出訴に及んだとするものである

【手⑨】。

(2)手荷方の訴状の内容

この出訴の際、すなわち文政3年2月 14日 の直後

に手荷方が差し出した訴状の内容は、おおよそ以

下のごとくである。

a馬持人数47人の内、24人が1組 (売荷方)と

なり、すでに慣行として認められている手荷

の運送を実力で制止するなど、我が侭な行為

に及んでいる lf⑦】。

売荷方の内、六兵衛という馬士が勝手なこと

を言い、公用荷の運搬を勤めていない 〔手①】。

売荷方は、町内で筵を敷き、集まって酒を飲

みつつ、馬留 (「 手荷」運搬の制止を指すの

であろう)と 称 し、徒党行為に及んでいたが、

組親の丈助が制止 し、ようや く引き取った

【手⑫l。

昨年冬から、大原郡の百姓らが牛馬で米を宍

道まで運送した後、塩などを買って帰る際に、

売荷方は上銭を要求するようになった。宍道

町の衰微に繋がる行為であり、制止する必要

がある 【手⑭】。

(売荷方は、手荷を差継にし全ての馬士が順

番で賃積み運送することを要求しているが)

塩手荷は価格の変動があり、わずか一駄の荷

物をも差継にしてしまうと駄賃がかかるため

に、採算が取れない。もし差荷 (差継の荷物

を指す)に してしまうと、代銭をわざわざ取

りに行くこともできず、掛け売りとなるため

に、これまた採算が合わない。よって、塩手

荷の扱いをやめざるを得なくなる 〔手⑮】。

塩の値段によっては、駄賃と同じ位の口銭が

得られる上、よく売れて5駄、10駄 も日々運

送する時節には、差荷にも回るので、売荷方

の利益にもなる。また、塩を運送する日には、

外の荷物が着いても、手荷方の馬士をとばし

て売荷方の順番となるので、この場合も売荷

方のためになる。にもかかわらず、売荷方が

徒党がましい行為に及んでまで、手荷を制止

するのは、かえって自分たちの不利益になる

ことをしているのである 〔手⑩C。

(3)売荷方馬士の対応 と反論内容

手荷方からの訴状提出後、売荷方が返答書を提
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出すべき段となったが、文書を作成する人物が見

つからず、提出できないままとなっていた。その

うち、「仕来 りの通り、手荷は勝手次第 (自 由)

とするが、不実は行わないように」とする言い渡

しが手頭11か らあったので、背かないようにする

こと、背いた者がいたならば、訴え出るようにと

いう、日代所から通達があった。返答書を提出し

ない内に、このような判断が下されたことは不審

であったが、下知であるので、仕方なく承知する

ことイこした 【売①】。

しかしその後も、手荷方は不実の行いをし続け

たので、見張っていたところ、9月 18日 に、福太

郎・喜人という馬士が不審な塩荷を付けだしてい

たので糸Lし た。これは抜け荷であったので、訴え

ることになった 【売②】。なお、二人の馬士につい

ては処罰され、二人分の順番が売荷方馬士へ回さ

れた模様であるワ。

このような経緯を経て、文政3年■月に売荷方

馬士は返答書を提出した。彼らの要求内容は、つ

まるところ、以下のようである。宍道駅の運送荷

物の7割は塩であるが、それが「手荷」として手

荷方の馬士の扱いとなっている。そのために、手

荷方よりも人数の多い売荷方の運送回数が大幅に

減少している現状を改めてほしい 【売⑫】、そのた

めには手荷を以前のように差継にしてほしいとい

うものである 院①など】。但し、手荷方馬士が塩を

自ら買い込むのは勝手とし、「手荷」でないなら

ば、自分馬によるそれらの運送を認めていた院⑩】。

この売荷方による返答書の提出後、文政4年4月

頃には調停が進み解決がなされたようであるが13、

残念ながらその内容は不明である。

第二章

争諭から分かる馬士の商品輸送

第一節 売荷方馬士の駄賃稼ぎについて

手荷方の馬士達の訴状で、24人が1組 となって

いるとされた売荷方の馬士は、返答書では、26人

が名を連ねている (但 し3人 は財政的理由から判

は押していない)。 手荷方訴状のbに対する反論で、

六兵衛が馬頭となり、手荷方の不実な行為を取り

締まっていたとあるので 【売①】、営業形態を同じ

くする馬士たちが争論の過程で仲間化し、頭を選

出するまでにいたったのであろう。

彼らの主張は、馬指の差配の下、送られてきた

荷物を馬士全員が順番で運送すべきだとするもの

であった。これは彼らが実際に行っている運送形

態でもあったはずである。すなわち、上り下りと

もに、差継により荷物を宍道の次の宿駅まで運送

し駄賃をとることで収入を得るという営業形態で

ある14。

より具体的には、手荷方訴状のdで上銭の徴収

を指摘 されたことに対する反論 院①Iの中から窺
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えるので、以下検討 してみたい。

売荷方の馬士によれば、dの ような事実はなく、

手荷方は以下に述べる事実を歪曲して論拠にした

のであると言 う。

文政3年の正月に、飯石郡多久和村 (宍道の次

の宿駅である三刀屋の南に位置する15)の 十四郎

の商荷物が一箇、松江から宍道まで運送 され、円

蔵という者の所へ荷揚げされた。円蔵は、文政元

年の完道町町並名前図16に 拠ると、古割屋円蔵で

ある可能性が高い。荷宿あるいは間屋を営んでい

た商人であろう。

荷物は十四郎から直接人を派遣 し取 りに来ると

いうことであったが、実際にはなかなか取 りに来

なかったので、円蔵から馬士の六兵衛 (売荷方の

馬頭である)へ運送を依頼することになった。し

かし、1駄分に満たない荷物であったので、あち

こち問い合わせ、他の荷物を集めて運送の準備を

終えたところ、十四郎から派遣された人物が到着

し、荷物は渡すことになった。その際、円蔵が、

一度「差込」んだ荷物であるので、酒手を出すと

言う。六兵衛は「それには及ばない」と断ったも

のの、強いて円蔵が言うので、銭15文 を受け取っ

た。このように、いったん「差込」んで支度した

場合には、舟や人足でも酒手をもらうことはよく

あることであり、これを上銭などと大げさに言う

のは、手荷方の陰謀である。

以上が、この作に関する売荷方の主張である。

この主張から次のことが分かる。

まず注目したいのは、松江から宍道に運送され

てきた荷物は、いったん荷宿の下に集荷され、こ

の荷宿が馬士に三刀屋までの運送を依頼したこと

になっている点である。ということは、馬指によ

る差配は、この依頼の段階で行われるほかない。

すなわち、荷宿は、直接個々の馬士に依頼するの

ではなく、馬指を通し、彼から次に輸送を担当す

べき馬士を指定された上で、依頼するのである。

この事例では、六兵衛が差継の順番にあたってい

たのであろう。

次に分かるのは、いったん差継を指示された馬

士は、荷物を1駄に編成する必要のあったことで

ある。この事例では、十四郎の荷物が1駄分に満

たなかったために、六兵衛は、共に載せる荷物を

あちこちに問い合わせ (「付合荷物西風東風聞

合」)、 1駄に編成したとある。そして、この差継

後の荷物の編成段階から、運賃がすでに必要にな

った状態にあると認識されていたのであった。だ

からこそ、「差込」の済んだ荷物の輸送を断る場

合には、慣行として酒手の支払いが認められてい

たのであろう。

このように売荷方の馬士が、「一旦差込候荷物」

であったことを強調するのは、貰ったのが酒手で

あり、手荷方が訴状のdで、宍道町の衰微に繋が

るとして指弾した上銭の徴収事例でないことを示

すためであると考えられる。

しかし一方で、手荷方の馬士から、上銭につい

て示唆されるということは、その徴収の事例があ

りえたことをも意味する。上銭とは、営業権を他

人に貸して受け取る貸料のことを指すが、手荷方

の訴状では、宍道の馬士以外の人物が、宍道から

荷物を発送することに対し、宍道の馬士が上銭を

課す事例が挙がっている。したがって、宍道から

の荷物運送は馬士の権利であるとする考え方が当

時あったことが窺えよう。

実際、すでに触れた、文化4年の、加茂馬士と、

同じ大原郡内の大東・木次の馬士との争論では、

後二者が宿駅であることを理由に、「大原郡中、

大東木次両所之荷下」と述べ、郡内は両馬士が排

他的に荷物を発送することのできる区域であるこ

とを主張している。一方、加茂の馬士も、宿駅で

はないものの、駅所同様に公用の馬継をしている

ことを理由に、「加茂町内近在村々共に加茂馬荷

下の心得」で、駄賃をとって荷物を発送してきた
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ことを述べている17。

このように、公用の馬継 ぎを条件にして駄賃稼

ぎを認められていることを前提にして、馬士が自

らの居所周辺を「荷下」 (荷物の発送を権利 とし

て主張できる区域)と して主張 していたことが確

認できる。この「荷下」を主張する立場をとるな

らば、宍道の馬士 も、上銭をとることがありえた

と言えよう。

逆に言 うと、宍道の馬士が他の馬士の「荷下」

から荷物の発送を行 う場合には、この上銭を取 ら

れる可能性があったことになる。そしてその例は

実際に確認できる。

御内々奉  願演説之覚

私共鉄荷物多分木次町江差出、完道町江運

送仕、木次馬差問候初ハ、同所オ川舟 を以

庄原へも運送仕来申上候、尤舟下之分ハ駄賃

之内を以舟賃等相払、其余ハ付紙之通、弥張

馬士之徳分二相成候儀二御座候処、近年木次

馬士共、追々悪風二相成、馬問等申立、鉄荷

為負兼、無 拠増駄賃等遣候得ハ、漸々舟下

或ハ完道 。加茂戻 り馬等を雇、上銭を取候而

為負候位之事二而、態々木次馬を以鉄荷物

為負候事ハ適々之儀二御座候、 (以下略、ふ

りがなは筆者による)お

この史料は、文久年間に奥出雲の鉄師たちが、

木次 。宍道経由で陸上輸送 されていた鉄荷を、木

次・庄原経由の舟運で多く行えるように願った際

のものである。この史料から、加茂・宍道の馬が

木次から戻る際に上銭を支払って鉄を運送 してい

たことが分かる (こ の場合、木次馬士が増駄賃か

ら上前をはねているのであるが)。

この事例からも窺えるように、江戸時代、舟運

に比べて陸上運送は経費がかなり割高であった。

各宿駅で、荷宿が取る庭銭 (荷物の保管料と継ぎ

立て業務に対する支払いを併せたもの )、 馬士が

取る賃銭の外に、場合によっては上銭や増駄賃を

取ることがあり、商品輸送が活発となり人馬が不

足するほど、輸送費が昂進していった。とすれば、

商品の売り主や買い主は、宿継による運送はでき

るだけ避けたいものであったに違いない。

第二節 手荷方馬士の営業形態

手荷方に属する馬士は、彼 らの差 し出した訴状

によれば、22人であるが、売荷方の返答書によれ

ば、18人 しかおらず、水増 しされていると言う°。

少数派とみなされることを遊けるために操作 した

可能性はあるだろう。

さて、この手荷方の営業形態には、以下の二通

りあった。一つは、売荷方と同様の差継による駄

賃稼 ぎである。この稼 ぎに従事 していることは、

手荷方自身、訴状の冒頭で述べているが 【手⑥〕、

売荷方によれば、手荷の運送と併せ、差継の順番

にも加わるために、売荷方の稼 ぎが減る原因とも

なっていた 院C。

二つ 目は手荷である。手荷方の訴状によれば、

自ら仕入れた塩を自分の馬に負わせて、大原・飯

石両郡へ出かけ、大小豆、苧、煙草などと交換 し

ているとする。もちろん、運搬する時点では、塩

の売却相手はまだ決まっていないことが前提とな

っており、出先で販売 し代銭を受け取るか、掛け

売 りとする場合 もあったようである 【手⑮l。 この

手荷の場合には、運搬するのは馬士自身の荷物な

ので、当然駄賃はかからない。しかし、史料中に

は口銭について触れる箇所があり 【手⑩】、宍道町

を通過する際に、通行料としての口銭がかかった

可能性がある20。

この手荷の販売を行うためには、売荷方の返答

書にある通り、塩を買い付けるための元手が必要

であつた 【売①】。 しかし実際には、買い付けの資

金に不足 し、宍道町内の有力な商人から、借 り入
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れることもあったようである。安永2年 (1773)

に作成された木幡屋与右衛門の訴状案211こ ょれば、

塩屋孫左衛門という人物が大原郡の村々へ出向い

ての塩販売にあたり、元手に不足した場合には、

木幡屋の方から資金の貸し付けを行ってきたとあ

る22。 そして、こうした資金の貸し付けは、「惣而

各様御存之通、町内小商人中江少々宛頼二付而、

当分振替用達仕候得者、迎毎事之儀取替之度毎

二証文取置可申様 も無御座」とあるように、帳

簿につけるのみで証文を作成しないで済ませてい

たようである。また、この事例では、孫左衛門が

病死した後の借金返済にあたって、大原郡の村々

における売り掛け金の存在が問題とされており、

先述した掛け売りの事実を確認することができ

る。

この木幡屋の訴状案では、孫左衛門を馬士とし

て明記していないが、大原郡に実際に通って販売

していること、証文の作成も無筆ゆえにできない、

「小商人」とされていることから、おそらく手荷

の営業が始まった頃の馬士であると思われる。こ

のように、手荷は開始当初から、元手となる資金

の不足が問題となっており、町内の有力商人の支

援が必要とされていたことが分かる。このことは、

次に見る「手荷」の出現とも大いに関係してこよ

う。

さて、もう一つの営業形態が問題の「手荷」で

ある。これは手荷方の訴状には出てこず、売荷方

の返答書の中でのみ指摘されるものである。すで

に見たとおり、松江と奥出雲の商人の間で売買契

約の済んだ荷物を「手荷」と偽称し、実際には駄

賃を取って運送するという営業形態であった。売

荷方によれば、その証興に、手荷方馬士は途中で

為替をうけとって引き返しているとする 【売⑮】。

これらの売荷方の主張の真偽を見極めることは

難しい。しかし、手荷を差継にされては、販売と

代銭取り立てのために、わざわざ出向かなくては

成 らず困るという手荷方の主張に対 し、実際には

自身で販売に出向くことがほとんど無いからであ

るとする売荷方の反論は説得的である 【⑮】。

また、手荷方の訴状で塩手荷の送 り先 として、

飯石那 と大原郡 しか示 されていない点も手がかり

となろう。この点、売荷方の反論書で、文化14年

(1817)23ょ り、松江から仁多郡へ送られる塩が湯

町 (現、玉湯町)廻 しとなった、と記 している事

と符合するからである。この変化について、売荷

方は、俵から塩を1升抜きとったり、貫 目の軽い

塩 と取 り替えたりするようなことを手荷方が行っ

ており、それが奥出雲方面へも知れるようになっ

たからだとする 〔売釧。この点の真偽 も今のとこ

ろ確かめようがない。しかし、仁多郡が郡 として

の判断により、塩の輸送経路の変更を行った可能

性は十分にある。

というのは、この頃困鋸に陥った仁多郡は、文

化12年 より、「郡立派」を標語として掲げ、財政

再建のための様々な処置を実施中であったからで

ある。そしてこの政策について定めた「仁多那方

殿合主法受書」24に は、次のような記述がある。

於 松 江 表 諸 色 調 物 、郡宿オ実意を以方々

及手当、猶又郡役人手前二而茂、所々致手詰、

下直二而差出候者へ、手合申付、那役人当通

ひ二為付出、日々郡役人オ改判いたし郡宿ヘ

預置、五月、七月、十二月三度二郡宿オ払方

いたし候様申付、勿論払方いたし候ハ 、ヽ右

通ひ二受取判取之、懸 り合之手筋江差出改を

受、其月オ吉歩四之利を立出候様可申 談 事 、

このように、松江で購入する商品について、郡

宿25ゃ郡役人がとるべき調達方法や支払い手続き

について定めているのであるが、できるだけ商品

を安 く購入しようと図っていたことが分かる。こ

のような企図を懐いている仁多郡が、塩の輸送経

路について見直 しを図ったとしても不思議ではな
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|、
26。

しかしこのことは同時に、必需品である塩につ

いて、奥出雲の住民が廉価に購入し輸送する希望

を一般的に懐いていたことをも意味しよう。すで

に見たように、「手荷」という形態による運送が

可能となるには、「松江売主与奥方買主江内々相

頼」むという行為が必要であった。松江と奥出雲

の商人双方との合意が必要だったのである。とす

れば、両者にも利益があったと見るのが自然であ

る。つまり、宿継による駄賃運送よりも、「手荷」

の方が輸送費が安かったと考えられるのである。

「手荷」の場合、宿駅を通過する際に口銭のか

かった可能性はあるものの27、 宿駅での差継はさ

れなかったため、前節で見たような、荷宿による

庭銭の徴収や、荷替えにかかる手間や費用を省く

ことができる28。 このことが松江と奥出雲の商人

の了解をえられた理由であるう。あるいは、仁多

郡が郡として輸送経路の変更を行った可能性が高

いことを考えあわせるならば、むしろ奥三郡側の

主導によって、宍道における「手荷」という運送

形態が出現した可能性もあるのである。

このように、「手荷」という運送形態の出現は、

城下町松江と大原・飯石・仁多の奥出雲三郡の間

の交通・流通体系の変容と関わる。したがって、

その位置づけの明確化を図るためには、この交

通・流通体系の総体を今後検討する必要があろ

う。

第三章

馬士の存在形態とその表象

町の売荷方と手荷方の馬士は、一体どのような存

在であったのであろうか。以下、争論の内容から

窺うことのできる範囲で明らかにしてみたい。

但 し、ここで注意を払う必要があるのは、争論

の中で提示 される馬士像は、常に彼 らの要求内容

と関連 していることである。争論では、両者とも

に、自分たちの置かれた窮状を訴え、彼 らの稼ぎ

が農業経営の補完に必要であること、自分たちの

利益が維持 されることこそが宍道町全体の繁来に

繋がるものであるとする。したがって、それぞれ

が、自身を表象する場合には、実態以上に困窮し

ているように描いたり、反対に相手方を表象する

場合には、実態以上に自己の利益に固執する強者

として描いたりしている可能性がある。この点を

考慮 しつつ、彼 らの主張について検討 してみよう。

まず特徴的なのは、すでに述べたように、両者

ともに、自分たちを百姓として位置づけ、馬によ

る駄賃稼ぎを農業経営の補完のために必要だとし

ている点である 【⑬l。 しかし、手荷方が自分たち

を農業に従事する存在として位置づけたことに対

しては、売荷方による反論がなされている。

これによれば、手荷方の馬士たちの多くは、商

人であって百姓でなく、日々馬を牽いているので、

耕作はできないはずでいる存在である 【売①】。ま

た、大半が家督 (財産)も あり、商売の元手も所

有しており、馬稼ぎをやめても渡世できないわけ

ではない、と言う院⑩】。

確かに、手荷自体は元手がある程度無いと開始

できない営業形態であり、手荷方の馬士たちが自

身について述べる通りに、農業を本業とする存在

であったかは疑わしい。しかし、すでに手荷とい

う営業形態について検討 したところで見たよう

に、元手の潤沢にある裕福な商人であったとは考

えにくいことも確かである。このことは、手荷方

の馬士たちは、仕入れた塩荷を販売するという経

営形態では成 り立たず、「手荷」という名目で、前章で見たように、営業形態を異にする、宍道
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実際には駄賃を取る存在になってしまっていた、

とする売荷方の主張によっても裏付けられる。売

荷方は、この背景として、塩の値段の相場には上

り下りがあり、この売買では利潤を安定的に得ら

れないことを指摘する 【売⑮】。また、彼らが百姓

でないことを指摘するために、せいぜい土地を持

っていても、茶畑ぐらいであることを指摘するが

防⑬】、これも裏を返せば、土地を集積するような

クラスの商人ではないことを示すと言えよう。つ

まり、「手荷」が運送形態の主流になっていた可

能性が高いことを考えるならば、手荷方の馬士た

ちは、塩の流通経路を掌握していた松江・宍道の

荷宿29.奥出雲の商人たちに従属する小営業の商

人であったか、あるいは日用稼ぎを行うような階

層であったのであろう。

一方、売荷方の馬士は、自分たちこそ百姓とし

て農業を営んでおり、駄賃稼ぎによって肥料の購

入が可能となり、収穫の増加に繋がると言う院④】。

また、全員が貧窮者であり、馬による駄賃稼ぎが

出来なくなると、渡世に差し支える存在であると

も言う【売釧。

これに従うならば、小規模な農業を駄賃稼ぎに

より補完することで、ようやく経営を成り立たせ

ているような階層であるということになる。手荷

方の訴状には、町内に筵を敷き、集まって酒を飲

みながら、「馬留」を行うような姿が描かれてい

るが 辟⑫】、こうした粗野にもみえる抗議形態も、

彼らが宍道町における下層社会に属することを示

すかのようである。

さらに、こうしたことは、宍道町にとどまらず、

近隣の馬士の場合も同様であったようである。

加茂村高七百石余之村二人数千五百余人居住

仕、(中略)町分に弐百七拾軒斗居住仕候処、

少々宛之元手工面茂出来候人別は色々見世商

ひ其外諸商之働を以渡世仕候得共、裏家小路

に罷在 候者共、作場乏敷御座候二付ては、

色々日雇丁持等之 梓 を以今 日を送 り申上候

処、古来より馬士を家業と仕候者共大勢御座

候処Ю、

このように、加茂の場合においても馬士は、店

舗経営を行 う商人とは違い、表通 りに面 しない裏

小路に居住 した、日雇いなどと同様の階層に属す

る存在であったことが窺える。

以上に見たように、売荷方の馬士は実際に宍道

町・村内31の貧 しい者たちによって構成 されてい

た可能性は高い。このことと対応するかのように、

「口上書」の中では、手荷方の訴状が出された後

もしばらく、それに対する反論を書付にして提出

する能力のある者を探し出せなかったとある 〔売

①】。

しかしながら、彼 らについて、一連の争論のや

りとりから読みとることができるのは、以上のこ

とだけではない。というのは、当初における文書

作成者の不在という条件を克服 したうえで提出さ

れた反論の内容は、きわめて系統だったものだか

らである。例えば、具体的な年次を指 し示 しての

経緯の提示は、営業形態の変遷に関するまとまっ

た知識を蓄積していたことを意味する。また、手

荷方の訴状に対する詳細な反論、特に手荷を差継

にされた場合に起こる問題が、実際には奥出雲に

出向いての自分荷の販売を行っていないことから

起こりうることなどを衝いている点など 【売⑮】、

彼らの訴訟能力の伸長にも注目すべきであろう。

おわりに

本稿では、馬士どうしの争論の経緯、主に売荷

方の営業形態であった、差継ぎによる駄賃稼ぎの

ありよう、及び「荷下」という営業圏域の存在、

手荷方の営業形態の三類型、そして宍道町内にお

ける馬士の存在形態について明らかにしてきた32。
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そして争論発生の歴史的背景について言えば、

「手荷」という運送形態の出現と拡大に因ること

を確認できたように思う。しかし、この運送形態

の性格について考えるには、未だいくつかの事柄

を検討する必要がある。すなわち、城下町松江の

商人、宍道町における荷宿、奥方の商人という三

者の関係、及びこれらの関係の束によって形成さ

れていたと考えられる、宍道町を中継点とした、

奥出雲地域の流通体系の問題、さらに宍道町内に

おける荷宿などの有力商人と手荷方馬士の関係、

等々である。しかし本稿では、十分にこれらの問

題について明らかにすることは出来なかった。今

後は、この一件の分析を足がかりとして、これら

の問題について明らかにしてみたい。

1

2

島根県、1965年刊。

『近代島根の展開構造』 (名著出版、1977年 )

に所収。

宍道町蒐古館蔵、木幡家文書五・九人。

「宍道駅諸市願」 (木幡家文書、『新修島根県

史』史料編近世編上52に翻刻)を参照。

後述する、「孫左衛門塩売元入銭取替分支払請

求訴状案」 (安永二年十一月、木幡屋与右衛門

→目代・年寄、木幡家文書五 。九一)と いう

史料により、実際には、安永年間 (1772～ )

以前に始まっていた可能性が高いことが分か

る。

以下、【 】内の番号は、別掲史料の一つ書き

の傍らに付した箇条の順番を示す。また、【 】

内に「売」とあれば、売荷方の主張、「手」と

あれば、手荷方の主張部分に製ることを示す。

以下、この形態の手荷を「手荷」と記す。

史料中には、「三捨七年己前」とある。

3

4

7

8

9 史料中には、「廿一年以前」とある。

10文化四年一月「乍恐御願申上演説之覚」 (中林

季高編『加茂町史考資料編』加茂町史考頒布

会、1957年、38加茂,弱士一途 (黒田与吉氏蔵))

を参照。

11意宇郡西組与頭を指すと思われるが未詳。

12与頭和右衛門宛て宍道町目代為右衛門書状

(別掲史料・挿入文書②)を参照。

13(下郡)六郎右衛門宛て (与頭)和右衛門書

状 (別掲史料・挿入文書①)を参照。

14宍道町周辺の宿駅としては、湯町 。直江・大

東・木次・三刀屋があった。文政二年宍道町

馬士一件関係図 (以下、関係図)を参照。

15前掲関係図を参照。

16松尾寿監修・松本美和子解読 F宍道町歴史史

料集』 (宍道町教育委員会、1996年)247頁 を

参照。

17前掲『加茂町史考史料篇』38。

絲原家文書所収。

文政二年十二月、下郡・与頭宛て宍道町役人

書 (「宍道駅馬関係愁訴演説書」 (好U紙3)、 F新

修島根県史』史料編近世上、709頁)を参照。

しか しこの場合の口銭は定額であることが多

く (中馬などの事例 )、 断定はできない。日銭

徴収の事例については、古島敏雄 『江戸時代

の商品と流通』 (御茶 ノ水書房、1951年 )「第

四章 信州中馬の発生とその公認」229頁、太

田勝也 F近世における駄賃稼 ぎと商品流通』

(御茶ノ水書房、1978年 )「第人章 鎌倉住遠

における駄賃附けの形態 第二節  『庭銭』

と『口銭』」等を参照。

前掲、木幡屋文書五 。九一を参照。なお、こ

の史料の存在については、宍道町史研究会

(2002年 2月 16日 )に おいて拙稿のもととなる

報告を行った際に、石富寅芳氏にご教示いた

だいた。

18

19
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22「当町塩屋孫左衛門与申者、兼而実HJ者 に御

座候処、大原郡村々江塩売二通ひ、此元入銭

差問候侯節ハ、私方オ年来口入いたし遣申候」

23

24

25

26

とある。

史料中には、「四年以前」とある。

F新修島根県史』史料編2近世上32c

藩との伸介業務など、郡中の業務を金銭によ

って委託された商人のこと。

仁多郡の那宿は、松江とともに、湯町・大東

にあったことも分かり (註 24参照)、 湯町経由

に変更する条件となった可能性がある。

手荷方訴状 【手⑩】には塩値段により駄賃並み

に口銭のかかることがあるとある。このこと

は塩価格が高くても、駄賃よりも口銭のかか

ることはないことをも意味する。

尤も、宍道までは舟運のため、いったん荷下

ろしをし、馬の背に付け替えることになった

はずである。しかし、運送先まで差継ぎされ

ないため、経費は抑え得たはずである。

手荷方の馬士の荷宿をつとめた商人として、

「口上書」には、延野屋宗十が登場する 院①】。

表店の商人として、前掲の「文政元年宍道町

町並名前図」にみえる。

文化六年二月「乍恐追々御歎申上回上之覚」

(前掲 F加茂町史考資料編』)。

前掲の宍同町町並名前図には馬士たちの名前

はあまり見られず、宍道村部分に居住してい

た可能性が高い。

本来ならば、註201こ 掲げた者書や、原直史

『日本近世の地域と流通』 (山川出版社、1996

年)「第一部 駄賃稼ぎと村落」で取り上げら

れている、駄賃稼ぎの事例と比較するなどし

て、位置づけを図る必要があるが、本稿では

果たさなかった。したがって、あくまで事例

紹介にとどまることを断っておく①

27

28

29

30

０
０

９
留

Ｏ
υ
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文政三年宍道町馬士一件について

⑤昨
日
御
内
々
被
仰
下
候
完
道
馬

一
件
目
代
為
右
衛
門
方
へ
手
詰
遣
候
処
、
別
紙
之
通

申
出
候
二
付
、
則
懸
御
目
申
上
候
、
何
之
訳
ケ
も
不
立
、
申
出
御
座
候
へ
共
、
格
別

之
申
出
不
仕
哉
、
若
書
付
差
出
候
ハ
ヽ
、
其
節
御
相
談
可
申
上
候
、　
一
東
来
海
浜

一

件
人
数
之
内
、
先
頃
石
二
敷
れ
相
果
候
林
次
郎
儀
、
人
数
二
而
御
座
候
、
右
之
趣
御

内
々
可
申
上
所
、
失
念
仕
候
二
付
、
如
此
御
座
候
、
何
分
能
様
奉
頼
上
候
、
以
上
、

和
右
衛
門

四
月
十
八
日

六
郎
右
衛
門
様

（補
注
）

木
幡
家
文
書

（蒐
古
館
蔵
）
に
は
、
訴
訟
方
で
あ
る
手
荷
方
馬
士
の
願
書
も
所
蔵

さ
れ
て
い
る
が
、
掲
げ
た
売
荷
方
の
返
答
書
中
に
逐

一
引
用
し
て
あ
り
、
ま
た

『新

修
島
根
県
史
』
史
料
編
二

・
近
世
上

（島
根
県
、　
一
九
六
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
、
省
略
し
た
。
た
だ
し
、
同
史
料
中
に

（別
紙
四
）
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
文

書
の
宛
名
部
分
が

「与
頭
茂
右
衛
門
殿
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「与
頭
和
右
衛
門
」

の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
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文政三年宍道町馬士一件について

（付
紙
あ
り
。
同
文
で
二
枚
あ
る
が
剥
が
れ
て
お
り
、
誰
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
）

目
代
為
右
衛
門
殿

年
寄
権
右
衛
門
殿

年
寄
卯
兵
衛
殿

本
文
中
に
、
（註
）
と
記
し
た
部
分
に
、
こ
よ
り
で

一
括
さ
れ
た
挿
入
文
書

（①
～
⑤
）
が
あ
っ
た
の
で
、
併
せ
て
以
下
に
掲
載
す
る
。

①完
道

一
件
、
先
達
而
御
示
合
被
下
候
通
、
去
ル
十
六
日
村
町
役
人
相
招
、
委
細
申
諭

し
、
早
速
取
扱
有
之
様
、
懸
合
置
申
候
二
付
、
昨
朝
如
何
哉
承
度
、
為
右
衛
門
方
へ

申
遣
候
処
、
昼
後
被
越
候
二
付
、
承
合
申
候
処
、
手
荷
方
者
勿
論
、
売
荷
方
も
被
仰

渡
相
背
可
申
様
無
御
座
旨
申
出
候
由
御
座
候
間
、
左
様
思
召
可
被
下
候
、
段
々
御
苦

労
被
成
、
相
済
御
同
然
、
安
心
仕
候
、
委
細
者
追
而
可
申
上
候
へ
共
、
先
者
右
之
趣
、

様
子
申
上
度
、
如
此
御
座
候
、
以
上
、

和
右
衛
門

四
月
十
日

六
郎
右
衛
門
様

②完
道
町
馬

一
件
、
去
年
手
荷
方
之
内
弐
人
不
埒
之
儀
二
付
、
五
拾
日
斗
り
も
馬
差
留

置
、
売
荷
方
へ
被
仰
付
候
後
、
何
之
儀
も
承
不
申
上
候
、
此
度
御
状
被
下
候
二
付
而
、

色
々
内
分
問
合
見
申
上
候
所
、
売
荷
方
オ
者
外
貪
着
者

一
向
不
仕
趣
、
追
々
荷
物
替

減
り
、
難
渋
二
付
而
願
書
差
出
度
、　
一
円
与
相
聞
申
上
候
、
其
外
手
荷
方
二
如
在
成

儀
者
無
御
座
様
二
相
見
申
上
候
、
是
等
之
趣
、
宜
敷
様
御
取
扱
之
程
奉
願
候
、
以
上
、

完
道
町

目
代
為
右
衛
門

四
月
十
八
日

与
頭
和
右
衛
門
様

③（端
裏
）
「四
月
十
二
日
差
出
ス
」

以
手
紙
申
上
候
、
弥
御
堅
勝
被
成
御
座
、
日
出
度
御
儀
奉
存
候
、
先
日
ハ
緩
々
御
伺

申
上
、
大
慶
仕
候
、
其
節
完
道
町
馬
士

一
件
御
内
々
御
咄
申
上
候
節
、
被
仰
聞
候
趣
、

和
右
衛
門
井
目
代
為
右
衛
門
両
人
手
前
内
々
問
合
申
候
へ
共
、
去
年
御
伺
申
上
候
上
、

手
荷
方
之
者
弐
人
咎
申
付
、
売
荷
方
江
申
付
之
後
、
売
荷
方
オ
手
荷
方
不
埒
之
訳
申

出
候
儀
ハ
、
無
覚
旨

一
向
不
存
旨
申
候
、
如
何
様
之
間
違
御
座
候
哉
、
御
内
々
申
上

置
度
如
此
、
以
上
、

元
〆
口

④幸
便
申
上
候
、
今
日
者
雨
天
二
而

一
統
大
悦
奉
存
候
、
倍
御
機
嫌
克
被
遊
御
座
奉
恭

賀
候
、
此
元
相
更
儀
無
御
座
候
、
然
者
当
町
馬
士
争
論
も
先
年
仕
来
御
下
地
被
仰
付
、

一
統
大
慶
奉
存
候
、

以
上

四
月
十
八
日
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文政三年宍道田」馬士一件について

相
止
、
渡
世
二
懸
り
候
儀
も
無
御
座
、
売
荷
方
之
者
共
ハ
不
残
貧
窮
者
、
馬
相

止
候
ヘ
ハ
、
何
更
渡
世
之
方
便
も
無
御
座
、
其
上
慶
二
差
問
、
耕
作
出
来
不
申
、

不
軽
難
渋
二
御
座
候
、
手
荷
相
止
候
而
も
、
奥
方
へ
運
送
之
諸
荷
物
、
扱
又
奥

方
オ
出
候
荷
物
、
都
而
当
所
へ
相
廻
り
候
ヘ
ハ
、
当
所
之
迷
惑
二
相
成
候
筋
無

御
座
候
、
前
々
申
上
候
通
、
直
段
之
上
り
下
リ
ニ
恐
レ
、
実
々
手
荷
仕
候
者
余

り
無
御
座
、
皆
送
り
塩
を
手
荷
之
分
ニ
シ
テ
、
駄
賃
取
計
二
御
座
候
得
ハ
、
猶

以
町
内
之
衰
微
二
相
成
儀
者
、
少
し
も
無
御
座
候
、
手
荷
仕
候
者
、
塩
壱
表
ニ

而

一
升
位
、
都
而
ぬ
き
取
、
表
振
を
直
し
、
売
捌
申
候
所
、
是
等
之
儀
自
然
与

奥
方
江
相
聞
、
既
十
年
程
以
前
、
仁
多
郡
頭
分
之
者
申
合
、
松
江
二
而
塩
直
買

仕
、
こ
も
包
ニ
シ
テ
当
所
迄
運
送
仕
来
申
所
、
手
荷
方
之
者
共
、
順
番
相
廻
り

候
節
、
作
略
仕
□
目
軽
塩
与
取
替
負
せ
候
由
二
付
、
間
々
目
軽
塩
有
之
由
、
是

着
手
荷
仕
之
仕
業
与
申
儀
、
奥
方
二
而
も
風
聞
仕
、
右
二
付
直
買
塩
四
年
以

前
方
湯
町
廻
し
二
仕
、
完
道
江
通
し
不
申
、
年
中
二
而
ハ
余
程
之
駄
数
二
御
座

候
所
、
手
荷
方
不
実
仕
候
二
付
、
当
所

一
統
之
迷
惑
二
相
成
申
候
、
手
荷
方
有

之
、
何
更
当
所
為
二
相
成
候
様
少
も
無
御
座
候
、

右
手
荷
方
オ
数
ヶ
條
申
出
候
二
付
売
荷
方
之
者
共
オ

一
々
有
掛
返
答
如
此
二
御
座

候
、　
一
旦
被
仰
渡
候
儀
ヲ
御
愁
訴
申
上
候
段
、
重
々
恐
入
候
儀
二
奉
存
候
得
共
、
馴

た
る
稼
二
放
れ
候
而
者
、
何
更
渡
世
之
方
便
も
無
御
座
、
其
上
盛
二
手
間
、
耕
作
出

来
不
申
、
彼
是
必
至
之
難
渋
御
賢
察
被
下
置
、
何
卒
御
慈
悲
を
以
古
来
仕
来
之
通
ニ

被
為
仰
付
、
難
渋
片
寄
不
申
、
渡
世
相
続
仕
候
様
被
為
成
下
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕

合
可
奉
存
候
、
偏
願
之
通
御
許
容
被
為
仰
付
被
下
候
様

様

幾
重
二
も
奉
仰
願
候
、

此
度
宜
敷
被
仰
上
可
被
下
候
、
以
上
、

文
政
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を万
道
町
馬
士

辰
十

一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
三
右
衛
門

弥

　

市

彦
左
衛
門

九
右
衛
門

広
右
衛
門

為
四
郎

夫
　
助

源
右
衛
門

柳

蔵

祐
右
衛
門

太
　
助

清
　
六

長
右
衛
門

次
　
平

宇
　
助

清
右
衛
門

新
　
平

猶
　
助

六
兵
衛

金
兵
衛

太
兵
衛

機
　
人

市
左
衛
門

初
四
郎

忠
次
郎

伝
次
郎

-14-



文政三年宍道田」馬士一件について

完
道
駅
荷
物
者
、
塩
七
歩
外
荷
物
三
歩
位
之
儀
二
御
座
候
所
、
塩
手
荷
と
申
儀

無
御
座
内
ハ
、
諸
荷
物
順
番
廻
リ
ニ
付
、　
一
統
相
応
二
駄
賃
取
仕
候
所
、
手
荷

与
申
儀
仕
出
し
、
塩
七
歩
之
分
不
残
、
手
荷
方
へ
と
ら
れ
、
其
上
三
歩
之
分
も

惣
馬
持
四
十
四
人
へ
順
番
廻
し
仕
候
得
ハ
、
手
荷
方
ハ
誠
二
続
計
之
儀
、
不
軽

之
甲
乙
二
御
座
候
所
、
塩
運
送
之
日
者
、
外
荷
物
差
参
候
而
も
其
荷
物
ハ
先
へ

越
し
、
順
二
相
廻
し
候
へ
者
、
外
馬
持
之
為
二
相
成
候
儀
、
我
意
申
募
、
銘
々

之
難
渋
引
出
し
候
と
申
出
候
所
、
廻
り
之
荷
物
不
残
先
へ
越
し
候
而
も
、
や
う

く
三
歩
オ
外
無
御
座
荷
物
、
其
上
銘
々
共
廿
六
人
前
二
御
座
候
、
手
荷
方
ハ
十

人
人
江
塩
七
歩
不
残
引
受
、
此
外
二
廻
り
荷
物
も
相
廻
し
申
候
ヘ
ハ
、
大
成
片

寄
之
儀
二
御
座
候
、
是
等
も
紙
面
之
上
二
而
ハ
、
道
利
之
様
二
相
見
へ
申
候
得

共
、
実
ニ
ハ
欠
ケ
皆
虚
談
二
而
御
座
候
、
全
我
意
申
募
訳
二
而
ハ
無
御
座
、
此

手
当
リ
ニ
付
、
難
渋
之
余
リ
ニ
而
御
座
候
、

一
十

一
年
以
前
、
右
様
之
族
申
出
候
二
付
、
其
節
御
願
申
上
候
所
、
御
吟
味
方
様
、

郡
方
様
、
郡
役
人
衆
中
様
、
目
代
与
平
次
殿
御
勤
之
節
、
御
用
第

一
、
古
来
オ
仕

来
之
通
可
仕
旨
被
仰
付
候
旨
被
仰
渡
、　
一
統
奉
得
其
意
候
、

此
　
答

右
様
之
被
仰
渡
、
私
共
毛
頭
覚
無
御
座
、
廿

一
年
以
前
之
郡
役
人
様
、
町
役
人

衆
不
残
御
存
命
二
付
、
内
々
承
合
候
所
、
是
以
左
様
之
被
仰
渡
、
御
存
不
被
成

趣
二
相
聞
へ
申
候
、
左
候
得
ハ
、
眼
前
之
偽
二
御
座
候
、
勿
論
古
来
オ
仕
来
之

通
可
仕
旨
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
手
荷
相
止
不
申
ハ
相
成
間
敷
儀
与
奉
存
候
、

一
其
以
後
、
是
迄
何
之
儀
も
不
申
出
、
町
内
無
難
二
相
続
罷
在
候
所
、
此
度
外
馬
持

共
オ
勝
手
次
第
之
我
侭
申
掛
、　
一
統
難
渋
至
極
奉
存
候
、

此
　
答

四
十
年
計
以
前
、
猥
二
相
成
候
二
付
、
加
茂
馬
士
与
争
論
以
後
、
急
度
殿
り
合

相
立
、
連
判

一
札
目
代
所
井
馬
差
手
前
へ
差
出
置
候
二
付
、
当
分
ニ
ハ
相
守
候

所
、
其
後
追
々
御
役
代
リ
ニ
相
成
、
馬
士
も
入
替
彼
是
二
付
猥
二
相
成
、
相
対

二
相
制
候
而
も
治
り
不
申
二
付
、
再
三
御
愁
訴
書
付
を
も
差
出
候
得
共
、
御
上

様
御
苦
労
二
相
成
儀
恐
多
、
下
地
殿
り
合
も
相
立
居
候
事
二
候
得
者
、
相
互
実

意
二
立
帰
、
穏
二
相
済
候
様
と
の
儀
、
無
拠
差
如
、
数
年
た
へ
す
論
中
二
而
打

過
候
儀
ハ
、
為
右
衛
門
様
、
年
寄
御
役
中
オ
引
続
、
年
来
御
役
柄
二
而
御
承
知

被
下
候
通
二
御
座
候
、

一
近
年
ハ
世
上

一
赤
二
不
自
由
二
相
成
候
趣
二
相
聞
へ
、
勿
論
銘
々
共
小
身
之
者
ニ

御
座
候
所
、
古
来
オ
馬
持
二
相
成
候
者
者
誰
二
不
限
、
仕
来
之
塩
手
荷
不
相
成
候

様
二
相
成
候
而
ハ
、
渡
世
難
渋
至
極
仕
候
、
其
上
当
駅
衰
微
ハ
勿
論
剰
奥
方
迄
も

難
渋
成
ル
儀
与
奉
存
候
、

此
　
答

手
荷
不
相
成
候
而
ハ
難
渋
仕
候
旨
申
出
候
所
、
古
来
無
之
紛
敷
手
荷
仕
候
二
付
、

銘
々
共
大
勢
之
難
渋
ハ
如
何
相
心
得
候
哉
、
小
人
数
之
難
渋
オ
大
勢
之
難
渋
社
、

当
駅
之
衰
微
二
可
相
成
儀
、
得
手
勝
手
成
申
分
二
御
座
候
、
自
分
馬
二
負
せ
不

申
迎
、
塩
商
売
不
相
成
と
申
儀
も
無
之
、
勿
論
手
荷
塩
、
自
分
馬
二
負
せ
度
候

ハ
ヽ

（も
、
前
二
申
上
候
通
り
、
順
番
之
差
継
二
仕
候
得
者
、
何
時
二
而
も
被

罷
越
候
事
二
御
座
候
、
何
ヲ
以
奥
方
迄
も
難
渋
可
仕
哉
、
不
相
当
申
出
二
御
座

候
、
元
来
不
実
を
以
我
欲
を
致
付
候
身
分
二
御
座
候
得
ハ
、
我
□
さ
へ
よ
け
れ

ハ
、
人
ハ
如
何
様
難
儀
可
仕
与
構
不
申
心
底
オ
去
暮
之
示
合
、
問
も
な
く
打
破
、

御
上
様
江
奉
懸
御
苦
労
候
様
成
者
、
御
捨
被
置
候
而
ハ
、
人
気
之
背
ケ
ニ
相
成
、

衰
微
之
基
二
相
成
候
間
、
急
度
御
糾
明
奉
願
候
、
御
存
被
下
候
通
、
手
荷
仕
候

者
共
ハ
、
過
半
少
々
家
と
く
も
有
之
、
商
売
之
元
手
も
所
持
罷
在
候
得
者
、
馬
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酒
手
等
之
儀
者
、
何
れ
の
駅
二
而
も
間
々
有
之
儀
、
勿
論
続
十
五
文
之
事
二
付
、

態
飛
脚
を
以
当
御
役
所
へ
及
懸
合
候
儀
、
余
り
不
審
二
奉
存
、
右
十
四
郎
方
弄

飛
脚
二
参
候
三
刀
屋
町
茂
蔵
与
申
者
へ
相
尋
候
所
、
当
所
手
荷
方
馬
士
オ
飛
脚

賃
可
差
出
旨
申
二
付
、
右
様
取
扱
候
由
、
右
茂
蔵
儀
幸
ひ
同
町
目
代
所
二
居
合
、

掛
合
候
所
、
飛
脚
賃
弐
百
文
、
完
道
町
延
野
屋
惣
十
オ
受
取
候
由
二
御
座
候
、

此
惣
十
儀
ハ
手
荷
方
馬
士
荷
宿
も
仕
候
者
二
御
座
候
、
相
手
方
之
事
ハ
惣
而
悪

様
二
申
ハ
争
論
之
習
ひ
与
ハ
乍
申
、
余
り
敷
計
略
恐
敷
次
第
二
奉
存
候
、
ホ
し

早
速
露
顕
仕
候
儀
ハ
天
罰
遁
レ
さ
る
儀
与
奉
存
候
、
全
外
右
様
虚
談
計
申
出
、

迷
惑
至
極
、
万
々
是
等
を
以
御
賢
察
被
下
置
、
貧
窮
之
銘
々
共
相
立
候
様
奉
願

候
、

一
且
塩
手
荷
之
分
、
直
段
高
下
二
付
而
ハ
、
続
壱
駄
之
塩
差
荷
二
仕
、
駄
賃
出
し
候

而
ハ
、
仕
当
二
合
不
申
、
讐
ひ
差
荷
二
仕
候
迎
も
、
先
々
二
而
売
捌
、
代
銭
取
立

等
ハ
自
身
不
罷
越
而
ハ
不
相
成
、
掛
取
計
二
罷
越
候
様
二
相
成
候
而
ハ
、
甚
勘
定

二
合
不
申
様
二
相
成
候
得
者
、
手
荷
塩
商
売
相
止
候
外
無
御
座
儀
与
奉
存
候
、

此
　
答

自
分
之
勘
定
二
悪
布
迎
、
古
来
オ
仕
来
二
無
之
取
扱
ハ
相
成
間
敷
、
壱
駄
二
而

も
弐
駄
二
而
も
馬
指
手
前
へ
差
荷
二
仕
べ
く
事
ハ
差
前
之
事
二
御
座
候
、
尤
以

前
手
荷
与
申
儀
、
初
出
し
候
頃
之
様
二
自
分
馬
二
負
せ
、
自
身
二
奥
方
へ
罷
越

売
捌
、
順
番
廻
り
之
差
継
二
仕
候
得
ハ
、　
一
統
之
差
障
リ
ニ
不
相
成
候
得
共
、

追
々
申
上
候
通
、
送
り
塩
を
奥
松
江
頼
合
、
皆
手
荷
ニ
シ
テ
日
々
負
せ
候
故
、

差
障
二
相
成
、
難
渋
片
寄
候
二
付
、
手
荷
不
相
成
、
殿
り
合
相
立
居
候
儀
二
御

座
候
、
塩
売
買
も
相
場
之
上
り
下
リ
ニ
而
甚
心
遣
ひ
、
当
時
者
利
潤
も
少
く
趣
、

駄
賃
取
ハ
続
宛
と
ハ
乍
申
、
毎
日
負
せ
候
得
ハ
、
年
中
二
而
ハ
不
少
儀
、
元
手

も
不
入
、
惟
成
儲
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
実
者
手
荷
仕
候
者
□
い
ヶ
計
無
御
座
、
都

而
送
り
塩
を
手
荷
之
分
ニ
シ
テ
、
不
実
取
扱
候
者
多
く
相
成
申
候
、
其
証
興
ハ

自
身
二
奥
へ
直
付
二
い
た
し
候
者
ハ
た
ま
さ
か
之
儀
、
都
而
途
中
二
而
為
替
ニ

シ
テ
戻
り
申
候
、
此
分
ハ
不
残
送
り
荷
二
相
違
無
御
座
候
、
不
実
之
証
拠
二
而

御
座
候
、
手
荷
売
捌
代
銭
取
立
、
自
身
二
不
罷
越
候
而
ハ
不
相
成
、
懸
取
計
ニ

罷
越
候
様
相
成
候
而
ハ
不
勘
定
之
旨
申
出
候
得
共
、
此
儀
も
前
々
申
上
候
通
、

自
身
二
奥
へ
参
候
儀
た
ま
さ
か
之
儀
二
御
座
候
得
者
、
以
前
手
荷
取
扱
候
様
ニ

い
た
し
候
ヘ
ハ
、
い
つ
二
而
も
被
罷
越
、
掛
取
計
二
参
二
不
及
、
不
勘
定
之
筋

ニ
ハ
不
相
成
儀
と
奉
存
候
、
扱
又
駄
賃
出
し
候
而
者
、
勘
定
二
合
不
申
、
手
荷

塩
商
売
相
止
候
外
無
之
旨
申
出
候
所
、
此
儀
も
不
相
当
申
出
二
奉
存
候
、
駄
賃

差
出
候
場
所
二
而
も
仕
当
二
合
候
哉
、
塩
商
売
仕
候
当
所
二
限
り
、
駄
賃
出
し

仕
当
二
合
不
申
儀
者
御
座
有
間
敷
、
外
井
二
儲
候
而
可
宜
与
奉
存
候
、

一
塩
直
段
ニ
オ
駄
賃
取
位
之
口
銭
懸
り
、
随
分
売
レ
候
節
者
、
五
駄
拾
駄
二
而
も

日
々
運
送
之
節
ハ
、
外
馬
持
方
へ
差
荷
を
以
順
々
相
廻
し
候
へ
者
、
外
馬
持
之
為

二
も
悉
く
相
成
儀
二
奉
存
候
、

此
　
答

手
荷
余
分
運
送
仕
候
迎
も
十
人
人
之
内
二
而
作
略
い
た
し
、
被
荷
□

（仕
力
）
、

差
荷
二
仕
候
事
無
御
座
候
、
□

（此
力
）
儀
ハ
馬
差
方
二
而
悉
く
相
訳
り
居
候

事
二
御
座
候
、

一
塩
運
送
之
日
者
、
外
荷
物
差
参
候
而
も
、
其
荷
物
ハ
先
へ
越
し
、
順
々
相
廻
し
候

ヘ
ハ
、
是
以
外
馬
持
之
為
二
相
成
候
儀
二
奉
存
候
所
、
前
許
二
申
上
候
通
、
我
意

申
募
、
徒
党
ヶ
間
敷
い
た
し
か
た
、
却
而
銘
々
之
難
渋
引
出
し
候
二
相
当
り
、

苦
々
敷
儀
与
奉
存
候
、

此
　
答
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此
方
オ
事
ヲ
好
心
底
少
し
も
無
之

□

墨
之
御
取
捌
二
相
成
候
得
ハ
、
兎
や
角

申
者
も
無
御
座
、
何
分
宜
敷
御
頼
申
与
、
文
助
へ
一
礼
述
、
夫
オ
引
取
申
候
儀

二
御
座
候
、

一
御
存
被
下
候
通
、
完
道
町
儀
ハ
一
方
者
山
、　
一
方
ハ
海
、
続
之
石
高
三
百
石
余
り

之
村
方
人
数
多
く
、
其
上
何
更
梓
出
来
不
申
、
至
而
難
渋
之
場
所
二
御
座
候
得

者
、
何
レ
迎
も
百
姓

一
円
二
而
ハ
渡
世
不
相
成
、
依
農
業
之
透
間
二
者
駄
賃
取
之
、

荷
物
井
塩
手
荷
負
せ
、
続
之
駄
賃
取
二
而
奥
方
へ
通
、
渡
世
之
多
足
二
仕
候
得
ハ
、

自
然
与
耕
作
出
精
之
為
二
も
可
相
成
与
奉
存
候
、

此
　
答

手
荷
方
オ
申
出
候
通
、
百
姓

一
円
二
而
渡
世
出
来
不
申
、
色
々
外
稼
不
仕
候
而

ハ
相
成
不
申
儀
ハ
、
相
違
無
御
座
候
、
ホ
し
手
荷
負
せ
、
奥
方
へ
通
ひ
候
得
ハ
、

自
然
与
耕
作
出
精
之
為
二
茂
相
成
与
申
出
候
所
、
此
儀
ハ
偽
之
儀
二
御
座
候
、

手
荷
方
之
者
ハ
多
分
商
人
二
而
百
姓
ハ
不
仕
、
少
々
茶
畑
位
之
事
二
御
座
候
、

其
上
日
々
馬
を
牽
出
候
二
付
、
耕
作
出
来
不
申
、
売
荷
方
社
大
方
百
姓
二
而
打

込
り
農
業
仕
候
、
手
荷
相
止
候
ヘ
ハ
、
荷
物
く
る
ノ
ヽ
廻
リ
ニ
相
成
候
間
、
仕

当
二
合
申
候
、
左
候
得
ハ
、
馬
持
余
分
出
来
、
蹟
増
二
相
成
可
申
、
猶
又
儲
有

之
候
へ
者
、
買
残
等
仕
、
作
増
耕
作
出
精
之
為
二
可
相
成
儀
与
奉
存
候
、

一
此
度
右
様
之
族
を
申
懸
、
出
入
ヶ
問
敷
儀
申
懸
候
へ
共
、
古
来
オ
仕
来
之
商
売
相

止
候
様
二
相
成
候
而
ハ
、
馬
方
計
之
不
益
二
而
ハ
無
御
座
、
町
内

一
統
之
衰
微
不

軽
儀
、
難
儀
至
極
二
奉
存
候
、
扱
又
大
原
郡
在
々
よ
り
御
米
、
完
道
町
津
出
し
之

節
、
百
姓
銘
々
牛
馬
を
以
津
出
し
仕
、
帰
り
掛
、
塩
其
外
少
々
宛
買
物
い
た
し
罷

帰
候
節
、
外
馬
稼
共
方
初
敷
差
留
、
上
銭
杯
を
去
暮
方
取
申
候
、
右
様
仕
候
得
者
、

当
駅
二
而
調
物
自
然
与
相
止
候
様
二
相
成
、
所
之
不
為
、
眼
前
之
儀
二
奉
存
候
、

元
来
完
道
町
之
儀
ハ
往
来
之
荷
物
ハ
至
而
払
底
、
松
江
行
荷
物
者
舟
二
而
相
済
、

大
原

・
仁
多

・
飯
石
諸
荷
物
□

（上
ヵ
）
ケ
下
計
二
而
、
誠
二
難
渋
之
場
所
、
取

続
候
儀
二
御
座
候
得
ハ
、
右
様
差
留
候
様
二
相
成
候
而
ハ
、
完
道
町
之
衰
者
勿
論
、

奥
方
百
姓
手
前
二
而
も
不
軽
費
出
来
候
儀
与
奉
存
候
、

此
　
答

大
原
郡
在
々
オ
御
米
津
出
し
之
百
姓
持
牛
馬
二
帰
懸
、
塩
其
外
買
物
い
た
し
罷

帰
候
を
、
去
暮
オ
初
敷
差
留
、
上
銭
取
候
杯
申
出
候
儀
、　
一
向
驚
入
申
上
候
、

毛
頭
左
様
之
儀
無
御
座
、
偽
之
申
出
二
御
座
候
、
尤
当
正
月
飯
石
郡
多
久
和
村

十
四
郎
与
申
者
之
商
荷
物

一
箇
、
松
江
オ
運
送
、
円
蔵
与
申
者
之
所
江
上
ケ
置
、

直
人
ヲ
以
取
越
候
□

（筈
ヵ
）
之
由
、
然
所
、
久
々
取
□
も
不
参
二
付
、
三
刀

屋
迄
運
送
い
た
し
呉
候
様
、
円
蔵
方
馬
士
六
兵
衛
二
相
頼
候
所
、
壱
駄
分
も
無

之
付
合
荷
物
西
風
東
風
聞
合
、
や
う
ノ
ヽ
壱
駄
二
取
組
罷
在
候
央
へ
、
直
人
ヲ

以
取
二
参
候
由
二
而
相
渡
し
候
様
、
円
蔵
オ
申
参
、
折
角
付
合
取
組
候
央
二
候

得
と
も
、
直
人
参
候
ハ
ヽ
、
相
渡
可
申
旨
申
答
候
所
、
円
蔵
オ
申
候
ハ
、
左
様

も
有
之
候
ハ
ヽ
、　
一
旦
差
込
候
荷
物
之
儀
、
少
々
酒
手
為
出
可
申
、
何
程
遣
候

而
可
然
哉
与
申
二
付
、
六
兵
衛
オ
夫
ニ
ハ
及
不
申
旨
申
答
候
へ
と
も
、
強
而
申

二
付
、
十
五
文
も
ら
ひ
、
手
荷
方
馬
士
千
蔵
其
外
へ
も
右
之
咄
し
い
た
し
置
、

全
上
銭
与
申
訳
二
而
ハ
無
御
座
、
惣
而

一
旦
差
込
支
度
等
い
た
し
候
上
、
相
止

候
ヘ
ハ
、
馬
士
二
不
限
、
舟
手
又
ハ
人
足
等
二
而
も
、
惣
溶
之
酒
手
ハ
貰
ひ

受
候
事
二
御
座
候
へ
共
、
右
之
分
ハ
続
之
物
二
而
、
及
断
候
得
と
も
、
宿
円

蔵
オ
強
而
申
二
付
、
酒
手
受
納
仕
候
儀
二
御
座
候
、
右
様
相
訳
り
居
候
儀
を
上

銭
杯
与
仰
山
二
申
成
し
候
段
驚
入
申
上
候
、
然
所
二
月
初
旬
、
右
十
四
郎
方
オ

当
町
目
代
所
へ
直
飛
脚
を
以
書
状
二
申
越
候
二
者
、
続
之
荷
物
手
人
を
以
取
越

候
を
上
銭
取
候
儀
、
駅
法
二
御
座
候
哉
、
承
度
旨
申
越
候
由
二
而
、
目
代
所
オ

六
兵
衛
御
手
詰
被
成
候
二
付
、
前
書
之
通
有
掛
り
申
上
候
訳
二
御
座
候
、
右
様
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一
去
ル
十
四
日
、
馬
持
政
助
与
申
者
、
塩
手
荷
負
せ
出
掛
候
得
者
、
又
々
外
馬
持
共
、

一
統
相
集
、
往
来
へ
出
向
、
利
不
尽
二
差
留
申
候
所
、
仕
来
之
儀
二
御
座
候
ヘ
ハ
、

押
而
可
罷
出
哉
と
奉
存
候
得
共
、
左
候
得
ハ
、
喧
嘩
二
可
相
成
故
、
無
拠
町
御
役

所
へ
御
訴
申
上
候
所
、

此
　
答

去
暮
前
ヶ
條
之
通
、
御
役
人
様
オ
被
仰
聞
候
二
付
、
両
方
実
意
二
立
帰
、
殿
り

合
相
立
候
而
、
年
内
早
春
迄
ハ
悉
厳
重
二
相
聞
候
所
、
手
荷
方
之
内
、
政
助
与

申
者
、
殿
り
合
犯
し
候
二
付
、
手
詰
仕
候
所
、
源
右
衛
門

・
弥
市
両
人
を
政

助
オ
相
頼
、
以
来
急
度
相
慎
可
申
候
間
、
此
度
之
儀
者
、
了
簡
い
た
し
呉
候
様
、

断
仕
候
央
、
如
何
相
談
仕
候
哉
、
去
暮
之
殿
り
合
二
も
不
構
、
此
書
付
差
出
し

申
候
、
然
所
去
暮
殿
り
合
之
儀
者
、
少
し
も
不
申
出
候
得
者
、
殿
り
合
之
儀
者

不
存
赤
二
い
た
す
了
簡
与
相
見
へ
申
候
所
、
政
助
よ
り
最
初
断
致
掛
候
ヘ
ハ
、

殿
り
合
相
立
候
則
証
拠
二
御
座
候
間
、
殿
り
合
不
存
外
ニ
ハ
中
々
相
成
間
敷
儀

二
御
座
候
所
、
全
外
虚
談
計
申
出
、
御
上
様
へ
奉
掛
御
苦
労
候
儀
、
奉
恐
入
候
、

此
儀
も
源
右
衛
門

・
弥
市
御
手
詰
被
成
候
得
ハ
、
相
分
儀
二
御
座
候
、

一
塩
手
荷
之
分
願
出
、
御
差
図
御
座
候
迄
ハ
見
合
候
様
御
役
人
衆
中
オ
御
申
付
被
成
、

一
統
難
渋
至
極
奉
存
候
、

此
　
答

此
儀
如
何
被
仰
付
候
哉
、
銘
々
共
者
、　
一
向
不
存
儀
二
御
座
候
、
私
共
へ
被
仰

渡
候
ハ
、
手
荷
惣
仲
満
江
打
出
し
、
く
る
ノ
ヽ
廻
し
二
論
中
可
致
旨
被
仰
渡
、

其
通
り
相
守
罷
在
候
、

一
且
外
馬
持
之
内
、
六
兵
衛
与
申
者
ハ
、
去
年
オ
御
用
不
相
勤
二
付
、
馬
指
伝
七
ヘ

相
尋
候
所
、
外
馬
持
共
十
六
人
之
者
之
内
オ
相
願
候
旨
申
聞
候
二
付
、
左
候
得
者
、

六
兵
衛
勤
何
月
何
日
殿
方
様
乗
馬
二
相
当
候
哉
、
誰
何
れ
へ
参
候
哉
与
相
尋
候
得

者
、
伝
七
返
答
二
者
、
去
十
二
月
初
オ
当
二
月
中
旬
迄
、
我
侭
申
、
御
用
相
勤
不

申
旨
、
漸
伝
七
オ
申
聞
候
、

此
　
答

六
兵
衛
儀
我
侭
申
、
御
用
不
相
勤
段
申
出
候
所
、
六
兵
衛
儀
ハ
廿
六
人
之
者
共

之
馬
頭
与
定
、　
祓

荷
吟
味
之
役
二
相
頼
、
御
用
向
者
銘
々
共
十
六
人
之
内
ニ

而
相
勤
申
上
候
得
共
、
六
兵
衛
我
侭
之
筋
毛
頭
無
御
座
候
、
然
所
伝
七
方
六
兵

衛
十
二
月
初
オ
当
二
月
中
旬
迄
我
侭
申
、
御
用
不
相
勤
段
申
候
旨
、
此
儀
も
相

違
之
儀
二
御
座
候
、
則
六
兵
衛
オ
伝
七
へ
懸
合
候
所
、
伝
七
オ
申
答
候
ハ
、
左

様
之
儀
申
候
覚
無
之
旨
申
答
候
、
銘
々
共
も
其
節
居
合
、
悉
承
申
候
、
ケ
様
之

儀
迄
何
哉
悪
様
二
申
上
度
侭
之
儀
、
掘
々
不
人
気
至
極
之
儀
と
奉
存
候
、

一
猶
又
此
度
町
内
二
筵
を
敷
、
外
馬
持
中
相
集
、
酒
杯
給
、
馬
留
与
号
し
、
徒
党
い

た
し
、
狼
藉
成
外
仕
候
二
付
、
与
親
丈
助
殿
オ
相
制
被
申
、　
一
統
引
取
申
候
、

此
　
答

殿
り
合
相
破
、
争
論
二
仕
候
了
簡
二
相
成
候
故
か
、
日
々
勝
手
次
第
手
荷
負
せ

罷
越
し
、
中
二
者
奥
馬
と
為
替
ニ
シ
テ
途
中
よ
り
罷
帰
、
直
く
其
日
又
々
付
出

し
候
族
も
有
之
候
二
付
、
馬
頭
六
兵
衛
壱
人
差
留
二
罷
出
居
候
得
と
も
、
追
々

大
勢
牽
通
り
相
制
候
而
も
不
聞
入
、
六
兵
衛
壱
人
之
制
二
而
不
行
届
、
無
拠
売

荷
方

一
統
罷
出
、
相
制
不
申
而
者
不
相
治
趣
二
付
、
其
日
ハ
十
六
人
之
内
、
拾

五
六
人
程
罷
出
居
申
候
、
此
儀
も
手
荷
方
オ
事
を
起
し
、
剰
徒
党
杯
与
仰
々
敷

申
出
、
扱
々
心
外
至
極
二
奉
存
候
、
銘
々
共
徒
党
二
御
座
候
ハ
ヽ
、
十
人
人
之

者
共
も
徒
党
二
而
御
座
候
、
成
程
丈
助

・
六
兵
衛
二
出
逢
、
日
々
ケ
様
二
而
も

相
済
申
間
敷
、
勿
論
今
日
二
限
り
候
事
二
も
有
之
問
敷
、
私
も
役
所
へ
参
、
咄

も
可
仕
候
間
、
何
分
引
取
可
然
、
丈
助
被
申
聞
候
二
付
、
六
兵
衛
返
答
ニ
ハ
、
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不
同
二
も
不
相
成
、
い
つ
二
而
も
勝
手
之
節
、
自
身
二
被
罷
越
も
仕
候
得
者
、
迷

惑
之
筋
少
し
も
無
御
座
儀
二
奉
存
候
、
只
不
実
ヲ
相
止
メ
計
之
儀
二
奉
存
候
、
右

之
通
、
古
来
オ
仕
来
り
を
不
相
守
、
不
実
而
己
取
扱
候
而
、
売
荷
計
負
せ
者
共
及

難
渋
、
十
方
二
暮
罷
在
候
、
則
手
荷
方
オ
難
渋
申
懸
候
訳
合
、
左
之
通
御
座
候
、

手
荷
方
オ

一
完
道
町
駅
馬
持
主
共
、
年
来
御
用
大
切
二
相
勤
、
耕
作
之
透
間
二
売
荷
駄
賃
取
之
、

荷
物
不
限
何
等
、
商
売
赤
と
シ
テ
自
カ
ニ
仕
入
仕
候
者
共
ハ
、
第

一
塩
自
分
馬
を

以
手
荷
を
負
せ
、
飯
石
大
原
両
那
江
罷
越
、
大
小
豆

・
苧

・
煙
草
類
少
々
宛
替
事

等
二
仕
、
渡
世
営
申
上
候
、
尤
古
来
よ
り
当
駅
二
而
者
馬
持
ち
人
数
二
極
者
無
御

座
、
何
れ
迎
も
手
荷
仕
度
者
ハ
勝
手
次
第
仕
来
リ
ニ
御
座
候
、

此
　
答

何
れ
手
荷
仕
度
者
ハ
勝
手
次
第
仕
来
与
申
出
候
所
、
此
段
全
偽
二
御
座
候
、
其

証
興
ハ
天
明
四
年
午
ノ
歳
、
大
原
郡
加
茂
村
馬
士
与
当
町
馬
士
争
論
仕
候
棚
、

当
町
馬
持

一
統
示
合
以
後
、
殿
り
合
相
立

一
札
二
連
判
仕
、
目
代
所
井
馬
指
手

前
へ
差
出
し
置
申
上
候
、
其

一
札
二
手
荷
仕
来
二
而
者
無
之
訳
悉
く
相
訳
居
申

上
候
、
則
右

一
札
写
し
相
添
差
上
申
候
、
其
節
手
荷
生
涯
差
免
候
四
人
之
内
、

当
時
千
蔵
事
善
助

・
広
右
衛
門
両
人
者
存
命
二
而
罷
在
候
間
、
御
紀
し
被
下
置
候

得
者
、
明
白
二
相
訳
り
可
申
と
奉
存
候
、

一
然
所
、
馬
持
人
数
四
拾
七
人
御
座
候
内
、
十
四
人

一
組
二
相
成
、
去
冬
方
手
荷
不

相
成
杯
与
町
端
へ
出
向
、
勝
手
次
第
我
侭
之
族
を
申
懸
、
無
拠
町
御
役
所
へ
願
出

候
所
、此

　
答

不
埒
至
極
存
外
成
申
出
二
御
座
候
、
前
ヶ
條
二
相
答
候
通
、
手
荷
と
申
儀
、
古

来
無
御
座
、
い
つ
し
か
手
荷
与
号
し
、
塩
を
買
込
、
順
番
之
外
二
自
分
馬
二
負

せ
、
自
身
二
奥
方
へ
罷
越
、
売
捌
候
得
と
も
、
実
々
手
荷
二
而
余
分
之
儀
二
而

も
無
御
座
、
順
番
廻
り
之
差
継
二
仕
候
二
付
、
差
障
二
相
成
不
申
二
付
、
兎
や

角
申
者
茂
無
御
座
候
所
、
追
々
右
様
之
者
多
く
相
成
、
其
上
松
江
オ
奥
方
商
人

方
へ
送
り
荷
を
手
荷
と
申
偽
り
、
順
番
廻
り
之
差
継
二
も
不
仕
、
日
々
負
せ
候

二
付
、
順
番
廻
り
追
々
相
減
、
難
渋
之
手
当
リ
ニ
相
成
、
無
拠
古
来
オ
仕
来
之

通
、
手
荷
相
止
候
様
御
願
申
上
候
而
も
、
兎
角
筋
道
も
相
立
不
申
、
不
実
者
ハ

追
々
増
長
仕
、
必
至
之
難
渋
二
相
成
候
二
付
、
致
方
無
御
座
、
”
而
殿
り
合

一

札
之
通
、
手
荷
差
留
候
儀
二
御
座
候
、
全
無
筋
取
扱
候
覚
、
毛
頭
無
御
座
候
、

然
所
手
荷
方
オ
御
訴
申
上
候
二
付
、
売
荷
方
者
、
御
手
詰
被
成
、
古
来
方
仕
来

之
趣
、
尚
又
近
年
之
成
行
等
委
敷
演
説
を
以
申
上
、
何
分
急
々
筋
道
御
立
被
下

置
候
様
御
願
申
上
置
候
訳
二
御
座
候
、

一
押
詰
御
用
多
央
、
取
引
六
ヶ
敷
塩
手
荷
是
迄
之
通
銘
々
勝
手
二
負
せ
売
捌
候
様
、

外
馬
持
江
者
駄
賃
取
之
荷
物
負
せ
候
様
、
年
内
之
分
者
、
先
是
二
而
差
置
候
様
被

仰
付
、
是
迄
見
合
居
申
上
候
所
、

此
　
答

御
役
所
オ
被
仰
聞
候
二
者
、
年
内
余
日
も
無
之
、
御
用
多
く
事
二
候
間
、
年
内

御
取
引
六
ヶ
敷
、
実
意
を
以
申
合
、
穏
二
相
済
ミ
候
様
被
仰
聞
候
二
付
、
手
荷

方
売
荷
方
打
寄
、
実
意
を
以
殿
り
合
相
立
、
其
趣
ヲ
も
御
役
所
へ
御
届
申
上
置

候
儀
二
御
座
候
、
然
所
大
成
ル
虚
談
申
出
候
、
右
様
之
被
仰
渡
、
売
荷
方
之
者

共
ハ
一
向
存
不
申
候
、
是
等
之
儀
者
御
役
人
様
御
承
知
之
事
二
御
座
候
間
、
真

偽
ハ
相
分
居
候
事
二
御
座
候
、

-19-



文政三年宍道町馬士一件について

方
オ
訴
出
候
由
二
而
、
銘
々
共
、
日
代
所
へ
御
呼
出
し
被
成
、
如
何
様
之
訳
二
而

差
留
候
哉
与
御
手
詰
被
成
候
二
付
、
前
件
之
趣
委
布
申
上
候
所
、
年
内
者
御
取
引

六
ヶ
敷
、
相
互
二
実
意
ブ
以
示
合
、
穏
二
相
済
候
様
被
仰
聞
候
二
付
、
手
荷
方
売

荷
方
打
寄
相
談
ヲ
以
主
法
相
立
、
其
段
各
様
江
も
御
届
申
上
、
御
聞
届
被
成
下
候

二
付
、
去
冬
オ
早
春
迄
者
穏
二
御
座
候
所
、
当
二
月
中
頃
、
手
荷
方
之
内
、
政
助

与
申
者
、
示
合
を
相
背
候
二
付
、
手
詰
仕
候
央
、
手
荷
方
之
者
オ
書
付
ヲ
以
御
愁

訴
申
上
候
由
二
而
、
右
書
付
写
し
ヲ
以
此
返
答
仕
候
様
売
荷
方
之
者
共
被
仰
渡
、

一
覧
仕
候
所
、
去
暮
寄
合
相
極
候
主
法
打
破
り
、
勝
手
我
侭
之
儀
申
出
、
不
埒
至

極
二
奉
存
候
、
然
所
売
荷
方
之
者
共
者
不
残
貧
窮
者
計
二
而
書
付
等
相
認
候
者
も

有
兼
、
惣
方
相
頼
候
得
共
、
認
呉
候
者
無
御
座
、
兎
哉
角
算
談
仕
候
央
、
目
代

所
オ
被
仰
渡
候
二
者
、
是
迄
仕
来
之
通
手
荷
勝
手
次
第
二
仕
候
様
、
尤
不
実
之
儀

不
致
様
可
申
付
旨
、　
手

頭
オ
被
仰
渡
候
間
、
違
背
仕
問
布
、
若
相
背
候
者
有
之

候
ハ
ヽ
、
早
々
訴
出
可
申
、
其
節
者
急
度
御
取
引
可
被
成
旨
被
仰
渡
、　
一
統
奉
得

其
意
候
、
然
共
手
荷
仕
来
二
而
者
無
之
与
申
争
論
を
御
純
し
も
無
御
座
、
仕
来
之

通
手
荷
勝
手
次
第
与
御
座
候
而
者
、
難
得
其
意
、
勿
論
返
答
書
被
仰
付
、
其
筋
道

も
相
立
不
申
央
、
右
様
之
被
仰
渡
、
一
円
合
点
行
不
申
、
不
審
至
極
奉
存
候
得
共
、

御

手

頭
様
オ
被
仰
渡
二
御
座
候
得
者
、
御
下
知
二
而
御
座
候
間
、
違
背
難
相
成

無
製
奉
畏
候
、

一
右
之
訳
二
御
座
候
得
者
、
手
荷
方
も
不
実
之
儀
者
仕
間
布
与
奉
存
候
所
、
其
後
者

弥
増
不
実
之
取
扱
仕
、
追
々
売
荷
方
難
渋
強
相
成
申
候
二
付
、
既
二
御
願
可
申
上

哉
与
奉
存
候
得
共
、
銘
々
共
よ
り
強
而
申
上
候
而
も
容
易
二
御
貪
着
も
被
為
下
間

敷
、
何
卒
不
実
之
者
相
捕
へ
差
出
申
候
ハ
ヽ
、
御
頓
着
被
成
下
、
願
之
筋
も
相
叶

可
申
与
奉
存
、　
一
統
心
を
付
罷
在
候
所
、
九
月
十
八
日
手
荷
方
之
内
、
福
太
郎

・

喜
人
両
人
不
審
成
塩
荷
付
出
し
候
二
付
相
紀
し
申
候
所
、
抜
荷
二
相
違
無
御
座
ニ

付
、
早
速
其
段
御
訴
申
上
候
儀
二
御
座
候
、
誠
二
被
仰
渡
間
も
無
く
右
様
不
埒
成

取
扱
仕
候
段
、
言
語

同
断
二
奉
存
候
、
前
二
も
申
上
候
通
、
松
江
井
奥
方
を
頼

合
、
不
実
取
扱
之
儀
見
顕
か
し
二
者
、
万
二
一
ツ
中
々
行
届
不
申
、
手
荷
相
止
不

申
候
而
者
迎
も
殿
り
合
之
付
方
無
御
座
、
唯
今
之
通
二
而
者
、
莫
太
之
不
同
二
相

成
、
銘
々
共
甚
難
渋
至
極
、
乍
恐
御
賢
察
被
為
下
度
候
、
”
而
何
卒
御
憐
慇
ヲ
以

難
渋
片
寄
不
申
、
相
応
二
儲
ケ
候
様
御
下
知
奉
願
上
候
、
則
荷
物
割
当
り
共
附
紙

二
仕
差
出
申
上
候
間
、
御
見
合
之
被
下
置
、
難
渋
之
段
御
考
量
被
成
下
度
奉
願
候
、

一
此
度
之
争
論
二
而
者
、
売
買
を
差
支
候
様
与
風
相
聞
可
申
哉
、
全
売
買
を
差
支
候

儀
二
而
者
毛
頭
無
御
座
、
元
手
有
之
者
共
者
不
限
何
等
買
込
置
、
荷
物
送
り
之
儀

者
馬
指
手
前
へ
相
届
、
順
番
送
リ
ニ
仕
候
様
二
与
申
事
二
御
座
候
、

一
手
荷
相
止
候
得
者
、
町
内
衰
微
仕
候
様
申
出
候
得
共
、
全
衰
微
二
者
相
成
不
申
候
、

塩
之
儀
者
栄
耀
二
遣
ひ
候
物
二
而
者
無
御
座
、
入
用
程
オ
外
者
奥
筋
へ
運
送
者
不

仕
、
讐
当
所
二
而
買
置
候
者
無
御
座
候
迎
、
年
々
入
用
程
者
、
松
江
よ
り
取
越
不

申
候
而
者
不
相
成
、
左
候
得
者
、
是

悲

当
所
を
通
り
、
奥
方
へ
上
り
申
候
間
、

荷
物
減
少
可
仕
様
も
無
御
座
、
勿
論
前
ヶ
條
二
も
申
上
候
通
、
売
買
を
差
支
候
儀

二
而
者
無
御
座
、
随
分
塩
買
込
候
義
者
勝
手
次
第
、
只
運
送
二
不
実
不
仕
、
古

来
オ
仕
来
之
通
相
成
候
様
二
与
御
願
申
上
候
儀
二
御
座
候
所
、
町
内

一
統
之
衰
微

杯
与
仰
々
敷
相
認
候
義
、
実
二
者
不
相
当
文
面
二
御
座
候
、
手
荷
之
不
実
相
止
ニ

而
者
、
銘
々
共
多
人
数
之
為
二
相
成
候
間
、
却
而
町
内
之
為
二
も
相
成
道
理
二
奉

存
候
、

一
手
荷
与
申
者
、
自
分
持
馬
二
負
せ
、
自
身
二
奥
方
へ
罷
越
、
売
捌
候
分
者
実
二
手

荷
二
御
座
候
得
共
、
当
時
手
荷
之
取
扱
者
、
多
分
奥
馬
与
出
逢
候
所
二
而
為
替
ニ

仕
送
り
遣
候
、
都
而
途
中
よ
り
罷
帰
申
候
、
此
分
者
不
残
送
り
荷
物
二
而
手
荷
之

内
二
而
者
無
御
座
候
、
自
身
罷
越
候
儀
者
稀
之
儀
二
而
御
座
候
間
、
以
前
之
通
、

不
残
順
番
廻
リ
ニ
し
て
、
若
自
身
二
罷
越
候
節
者
、
い
つ
二
而
も
其
段
馬
指
手
前

へ
相
断
り
候
而
罷
越
、
重
而
順
番
相
廻
候
節
者
、
差
継
二
仕
候
様
、
左
候
得
者
、
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【史
料
紹
介
】

文
政
三
辰
十

一
月
意
宇
郡
完
道
町
馬
士
共
御
愁
訴
申
止
口
上
書

（木
峙
家
文
書
）

（凡
　
例
）

一
、
本
史
料
は
、
木
幡
家
文
書

（蒐
古
館
蔵
）
五

・
九
人
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
政
三
年
当
時
、
木
幡
家
の
当
主
で
あ
っ
た
卯
兵
衛
は
、
宍
道
町
の
年
寄
を
つ

と
め
て
お
り
、
こ
の
関
係
で
写
し
取
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
、
旧
字
体
は
概
ね
新
字
体
に
改
め
た
。

一
、
オ
な
ど
の
略
字
、
而

・
者

・
与
な
ど
の
候
文
特
有
の
用
字
に
つ
い
て
は
、
そ
の

ま
ま

と

し
た

。

一
、
誤
字
と
思
わ
れ
る
文
字
の
傍
ら
に
は
、
（
マ
↓

を
付
し
た
。

一
、
虫
損
等
に
よ
り
、
判
読
難
の
場
合
に
は
、
□
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
文
脈
に
よ

り
可
能
な
場
合
に
は
、
□
に
続
く

（　
）
内
に
推
定
さ
れ
る
文
字
を
記
し
て
お

い
た
。

一
、　
一
つ
書
き
の
右
傍
ら
に
付
し
た
番
号
は
、
箇
条
の
順
番
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
拙
稿
論
文
註
六
の
説
明
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（表
　
紙
）

御
愁
訴
申
上
国
上
之
覚

一
完
道
町
之
儀
者
、
小
村
二
人
数
多
キ
村
柄
二
而
、
農
業

一
円
二
而
者
中
々
渡
世
出

来
不
申
、
外
稼
不
仕
候
而
者
相
続
不
相
成
、
”
而
私
共
儀
者
、
年
来
駅
馬
持
、
駄

賃
取
仕
、
渡
世
送
り
申
上
候
所
、
己
前
者
諸
荷
物
都
而
馬
指
手
前
へ
届
ケ
出
、
馬

指
よ
り
馬
士
順
番
相
立
継
送
り
仕
候
二
付
、
少
茂
不
同
無
御
座
、　
一
統
平
均
駄
賃

取
仕
来
申
上
候
、
右
二
付
御
用
馬
之
分
も
順
番
二
相
勤
、
少
し
も
紛
布
訳
も
無
御

座
候
所
、
四
拾
年
以
前
、
元
手
有
之
候
馬
士
と
も
、
手
荷
与
号
し
、
塩
を
買
置
、

順
番
之
外
二
自
分
馬
二
附
ケ
、
奥
方
へ
持
参
り
軒
別
二
打
廻
り
売
捌
候
義
、
与
風

相
企
申
候
、
然
共
実
々
手
荷
二
而
御
座
候
得
者
、
余
分
之
儀
二
而
も
無
御
座
、
猶

又
手
荷
を
負
候
節
者
、
馬
指
手
前
之
順
番
を
飛
越
ニ
シ
テ
手
荷
を
負
せ
申
候
二
付
、

一
統
之
差
障
二
も
不
相
成
義
二
御
座
候
所
、
い
つ
し
か
松
江
二
而
奥
方
商
人
直
買

致
し
、
取
越
候
送
り
塩
之
分
を
松
江
売
主
与
奥
方
買
主
江
内
々
相
頼
、
手
荷
之
分

二
致
し
、
其
者
者
日
々
駄
賃
取
仕
候
二
付
、
不
審
二
者
奉
存
候
得
共
、
左
様
之
人

数
余
分
も
無
御
座
、
格
別
差
障
二
も
不
相
成
候
二
付
、
夫
な
リ
ニ
打
過
候
所
、
右

様
之
手
段
仕
候
者
、
追
々
余
分
出
来
仕
、
売
荷
順
番
次
第
二
相
減
し
、
難
渋
二
相

成
候
二
付
、
三
拾
七
年
己
前
、
馬
士
仲
満

一
統
寄
合
仕
、
手
荷
与
申
儀
、
古
来
オ

無
之
、
此
手
荷
よ
り
紛
敷
義
出
来
申
候
間
、
以
後
手
荷
相
止
メ
、
当
町
江
打
込
候

荷
物
之
分
者
、
以
前
之
通
、
不
残
順
番
廻
し
二
可
仕
旨
、
其
外
数
々
主
法
相
立
、

一
統
連
判
仕
、
　
御
役
所
江
差
上
申
候
二
付
而
、
其
当
分
者
、
厳
重
二
御
座
候
所
、

其
後
又
々
猥
二
相
成
、
其
上
手
荷
者
仕
来
杯
与
我
侭
申
募
、
当
時
塩
荷
之
分
者
、

大
方
手
荷
二
相
成
、
送
り
塩
者
如
何
計
も
無
御
座
、
売
荷
方
之
者
共
者
大
難
渋
ニ

相
成
申
上
候
、
実
々
之
手
荷
二
御
座
候
得
者
、
為
差
障
二
も
相
成
間
敷
候
得
共
、

奥
方
松
江
を
頼
合
せ
、
不
実
を
取
扱
候
儀
二
御
座
候
得
者
、
手
荷
又
者
送
り
荷
之

虚
実
紀
し
方
出
来
不
申
、
追
々
難
渋
片
寄
候
二
付
、
手
荷
与
号
し
、
自
分
馬
二
而

日
々
勝
手
二
負
候
儀
相
止
メ
、
不
残
馬
差
手
前
江
相
届
、
順
番
二
相
成
候
様
、
是

迄
度
々
御
愁
訴
申
上
候
得
共
、
は
き
と
筋
道
相
立
不
申
、
無
拠
去
暮
売
荷
方
之
者

と
も
申
合
、
代
リ
ノ
ヽ
通
筋
へ
罷
出
居
、
紛
布
荷
物
之
分
差
留
申
候
所
、
手
荷
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宍道町の屋号

はじめに

屋号は、概して、屋敷を含めた住居に付けられ

た呼称であり、個々の家を区別するための通称で

あるとされる。宍道町を含め出雲地方では門名

(か どな)、 石見西部では家名 (い えな)と呼ばれ

ており、集落内では苗字で呼ぶよりも屋号を使用

することが多い。昭和43年に島根県教育委員会が

発行した『島根県民俗分布図』にも、県内211箇

所の集落調査による屋号の状況が示されており、

県内全域で屋号が機能していたことをうかがわせ

る。

● 1。。%

O tO‐99

om～ 79

o411-59

①節-39

① l～ 19

△不明

浅 沼 政 誌

今回、宍道町の調査を行う中で感じたことは、

話者の話の中で、この屋号の使用が非常に少ない

ことである。この理由としては、①外部からの新

規移住者が増えたため、屋号が機能しなくなった。

②集落内で行われていた分家独立などが他地域に

広がりだしたため、集落の戸数が固定化され、屋

号を使用して区別する必要が少なくなった。③家

よりも個人が尊重される時代の流れとなり、屋号

が時代遅れと感じられている。など、雑ぱくな観

測をしてみることができる。しかし、屋号が使用

されなくなることは仕方ないとしても、屋号には

集落の歴史や家の歴史を探るうえで、有益な情報

屋号の所有量 (全戸中屋号戸数の百分比)

屋号は出雲・隠岐では門名 (か どな)、 石見西部では家名 (い えな)と いわれているが、これ

は少し古い家ならばたいていが持っていて、その地方差はあげ難い。図にあらわすところは、有

屋号世帯数を全世帯数で除したものであるが、多いところは100パ ーセントに達し、普通では80

～90パ ーセントから60～70パ ーセントである。なお、これは現況であって、大正初年への復元で

はない。また、屋号とはいえない、単なる呼び名、たとえば豆腐を売っているから豆腐屋、大工

だから大工屋というがごときはこれを除いたものであることをことわっておく。

(島根県教育委員会「島根県民俗分布図』昭和43年 )

鶯 単辞と
浄:´
ゴみ`昆

$る c o① 霞

1__、 。 。

①
〔`
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ィ,オがヽr、シィ‐
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④  ①
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が数多く含まれている。

幸いにも『宍道町 NH電 話番号有線電話番号

住宅地図』 (宍道町商工会青年部会、平成3年)の

中に、屋号が記されていることから、これをもと

に宍道町の屋号の概要について以下に紹介 し、現

時点における屋号の記録と、今後の集落史研究の

利用に供 したい。

宍道町に見 られる屋号の概要

平成3年時点で確認できた屋号は999軒で、これ

は宍道町の全世帯数2,461(平成3年 4月 1日 現在 )

の約4割 にあたり、日常的な使用の有無は別とし

て、かなりの屋号が残っていることを確認するこ

とができる。全体的な傾向としては、町部の昭和

地区や1区から6区 までの地区、及び桜 ヶ丘団地や

白石団地などの新興住宅地には屋号があまり認め

られていないか、認められず、周辺集落に密度が

高い傾向となっている。

以下に主な屋号の分類と紹介を行おうと思う

が、厳密には屋号が付された事情が集落によって

異なるため、集落ごとに検討しなければならない。

しかしながら、これには多くの調査時間と検討時

間を要すため、ここでは一般的な分類を参照して

述べるにとどめたい。

(1)位置や方角に関するもの

宍道町では、「東」(769～ 777)「西」(7■～715)

「中」 (601～ 605)「前」 (837～ 847)「奥」 (157～

163)な どの屋号に加え、これらを基準につけら

れた「大東」 (135～ 138)「大西」 (129～ 131)「 中

西」 (637～ 639)「 中下」 (627～ 628)「大前」 (140

～145)「前屋敷」 (860～ 863)な ど、位置関係や

方角による屋号が多数見られる。

(2)地名や地形に関するもの

「兎谷」 (68～ 69)「廻」 (188～ 191)「廻田」

(192～ 193)「砂田」(462)「炉谷」(528)「寺床」

(569)「土井,土居」 (582～ 584)「 的場」 (876～

878)山崎 (962～ 967)な ど、字名や地名などが

屋号として使用されており、過去の地形や環境を

知る手がかりとなる屋号が残されている。

(3)家の格式や本分家に関するもの

「隠居」(47～57)「新屋敷」(444～ 453)「出店」

(562～ 565)「新奥」(692～ 704)「本家」(829～

830)「本屋敷」(834～ 835)な ど、集落の本木関

係を知る手がかりとなる屋号がみられる。

(4)職業に関するもの

「傘屋」(204～ 206)「鍛冶屋」 (209)「紙屋」

(261～ 263)「紺屋」(333～ 335)「大工屋」(498～

503)「代宮屋」(989～ 991)な ど、現在を含め過

去の家の職業を表した屋号が残っていることは、

集落の生業や生活の様子を探る手がかりとなる。

(5)祖先名に由来するもの

「周助」(429)「甚次郎」(442)な ど、家の祖先

名に由来すると思われる屋号が若千見られる。

(6)佳字を用いたもの

「大賀美」(104)「加美」(236)「大久家」(497)

など、家の永続や繁栄を願って縁起の良い字をあ

てたと思われる屋号が見られる。「大賀美」は本

来「大上」、「加美」は「上」、「大久家」は「大工

屋」であったと思われる。

以上に分類して見てきたような屋号の他にも、

「下平田」「中平田」などの位置関係と本木関係を

示す字が組み合わさった屋号が形成されているこ

とを確認することができる。

昔は「門名祝い」といって、家に門名 (屋号)
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が付けられると近所の人を呼んで祝いを行ったと   参考文献

|:亀爺と昂写毛尋云≧室悽単誘 :活

におしゝて/Ak   裟雷 
芳
璽 ;夏三

」
「愛さF健尋亀甘ヵ動桟量:8絶96。

一つであり、集   馬庭 克吉 『出雲市民文庫6 苗字と問名』出雲市教

落の形成 。変遷過程を知る大切な資料であるととヽ   民俗學研究所「蓬蓄」命良憾暫華翼子

8業

京堂、1953。

えよう。

宍道町屋号一覧 (平成3年 )

No. 屋 号

40 岩崎

41 岩崎屋

42 岩の上

43 岩淵

44 岩見屋

45 岩屋

46 岩屋寺

47 隠居

48 隠居

49 隠居

隠居

隠居

隠居

隠居

隠居

隠居

56 隠居

隠居

上

上

60 上 石

上同道

上の家

上ノ崎

64 上の空

65 上ノ前

66 上畑

67 鶯迫

68 兎谷 (上 )

69 兎谷 (本家 )

後

後

後

後廻

後賀市

後ヶ市

後 ヶ市

後桜

78 後堂垣

No. 屋 号

1 ヲ【Σ】

足谷

頭

4 頭

5 油屋

6 尼ヶ廻

7 雨崎谷

8 荒木屋

9 新木屋

10 荒模

家原

家持居

家持居

以下の向

池尻

池尻

以後

以後ヶ市

石ノ座

石橋

石橋

石畑

石 山

泉

いづれ

26 井出口

井出端

28 井出畑

井出畑

30 井出端

稲村大工

犬垣

稲広

34 伊野坂

伊野坂出店

鋳物師屋

伊持屋

岩 木

岩久保

No. 屋 号

79 後成

80 後山

後 山

82 歌ヶ市

内畑

内堀

畝

梅 ノ木本家

江尻

江尻奥

89 江尻屋

枝茂

枝茂廻

榎ノ下

榎廻

恵比須屋

えび屋

96 鳥帽子形

遠所谷

大上

99 大上

100 大上

101 大後

102 大廻

103 大賀市

大賀美

大国屋

106 大久保

大久保田

大栗

109 大坂

大境

大崎

大繁堂

大下

大下

大下

大下

大島

No. 屋 号

118 大下

大空

120 大空

121 大空

大 田

大谷

大灘

大灘

126 大灘

大灘

128 大成

129 大西

130 大西

大西

132 大畑

133 大畑

134 大畑ケ

大東

大東

大東

大東

大平

140 大前

141 大前

142 大前

143 大前

144 大前

145 大前

146 大松屋

147 大道

148 大道奥

149 大 向

150 大廻

大森屋

大森屋

大脇

岡屋

沖

156 沖川原
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No. 屋   号

奥

奥

奥

160 奥

奥

奥

奥

奥ヶ市

165 奥島屋

166 奥田屋

奥西

奥西前

奥之前

奥の屋敷

奥の屋敷

172 奥本

173 奥森

奥屋敷

175 奥屋敷

奥屋敷

奥屋敷

178 奥屋敷

179 奥脇田

180 大人

屋根

182 小原

御墓堂

表

表

折坂

折坂下

廻

廻

廻

廻

192 廻 田

廻 田

賀市の本家

廻平

掛木

垣の内

垣之内

柿の内

角木幡

家久志屋

202 家久志屋

203 掛屋

204 傘屋

傘屋

傘屋

鍛冶場

208 加治場

209 鍛冶場

210 柏木

堅 田

No. 屋   号

合羽屋

加登

加登

216

217

賀登

220 加登の前

角田

222 F日 日日

加登之前

角屋

225 角屋

F日逼邑

F弓拒き

228 門屋敷

229 門屋敷

門屋敷

F]局務

232 金穴

金廻

金久曽

金子

加美

237 加美の上

238 壁乃内

239 か み

240 上

241 上

242 上
刀
生 上鶯

上大久保

245 上落合

246 上紙屋

247 上川原

248 上北廻

249 上北垣

上崎

上清水

252 上新庄

253 上段原

上手

255 上土井

上中原

257 上西

上ノ奥

259 上馬場

260 紙星ケ市

紙屋

紙屋

紙屋

上屋敷

上屋敷

上屋敷

No. 屋   号

上屋敷

268 上屋敷

269 上屋敷

270 上屋敷

上屋敷

272 上山根

273 亀 ヶ谷

274 亀 田

275 加茂屋

茅原

277 刈 山

278 苅山

279 唐千田

川島屋

281 河内谷ノ前

282 川西

283 川之空

284 神 田

285 神 田

286 司ヒ〒F

287 】ヒ贄回

288 】ヒ贄回

289 】ヒ渕巨

290 】ヒ刊巨

291 ガヒ瀬騒
〔
ｙ 】ヒミ「

293 きまちや

294 客土

295 客堂

木山ヶ市

297 興屋敷

298 蔵敷奥

299 蔵敷下

300 蔵敷中

蔵敷向

蔵敷門

303 鞍馬寺

304 蔵 本

305 蔵 本

蔵 本

蔵屋敷

308 栗原

309 車屋

310 桑木平

郡 界

湖陰家

糀屋

弘長寺

神戸屋

316 小廻

小廻

小廻

後賀市

320 小鏡

後繁登

No. 屋   号

小谷川

小橋屋

324 小早川

木挽屋

326 木挽屋

327 小松原

小松山

小村屋

こもざわ

五来田

古割屋商店

333 紺屋

紺屋

335 紺屋

336 紺屋川之前

337 紺屋畑

西城寺

才ノ峠

幸家

坂

342 坂

坂口屋

酒田屋

坂根

346 坂ノ上

坂本

348 佐賀利

349 左官屋

崎

崎奥

352 崎越前

353 崎高松

354 崎ノ家

355 崎ノ前

356 崎ノ前

崎之前、司

崎前

桜

佐古田

座在

362 笹谷
ｒ
υ 晒屋

364 沢 田

365 沢田下

366 沢田家

367 算用場

368 慕多屋

369 室

敷 出

篠峠

372 篠原の上

373 篠原の下

清水

375 清水

376 清水
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No. 屋 号

377 清水

清水尻

下

下犬山

下伊野

382 下鶯

383 下大久保

384 下大坂

385 下大谷

386 下岡田

下落合

388 下ヶ市

下賀市

下海部

下笠屋

392 下鍛冶屋

下川原

志茂瓦

下神田

下北垣

下佐為

下清水

399 下勝負廻

400 下菅沢

401 下空

下多井

下谷

下同道

下中井

406 下仲筋
刀
生 下中村

408 下灘

409 下仁井屋

410 下西

411 下之家

412 下の廻

413 下ノ前

414 下場

下浜田

下ハンド

下東

下平

419 志茂平

420 下平田

下法事

422 下細見

423 下前

424 下前

下前

下屋敷

427 下屋根

社谷

429 周助

周助分家
光
生 出

No. 屋 号
ガ
仕 庄 司

433 庄 田
刀
争 正法寺

正廻

436 小路

常命寿
刀
■ 仁井屋

新紺屋

440 新在

441 新在

442 甚次郎

443 新出店

444 新屋敷

新屋敷

新屋敷

新屋敷

新屋敷

新屋敷

450 新屋敷

新屋敷

452 新屋敷

新屋敷

454 真屋敷

真屋敷

杉 ヶ森下

457 杉 ヶ森前

鋤崎

459 杉谷

杉 ノ谷

461 菅沢

462 砂 田
会
υ

”
士 隅 田

464 酢屋

465 清見寺

466 能登

能登

能登

瀬戸

470 せ ど

セド浜

472 煎沢

膳棚

474 千田屋

475 千本

476 曽崎

477 外ヶ市

外畑

外屋敷

480 外 山

空

482 空

空

空

485 空

486 空

No. 屋 号

487 曽羅

488 空海部

空上

空 田

空の本家

492 空はじ

空屋敷

空 山

曽利

496 反 田
力
■ 大久奈

498 大工屋

499 大工屋

500 大工屋

501 大工屋
（
υ 大工屋

大工屋

大伍輪

大洞堀

ジ(F]

平

打越

高畦

高橋

高畔

高平奥

高平本家

514 高森

滝戸

多久和

竹一

竹枝茂

竹添

竹 当

竹 中

522 竹 ノ下

竹 ノ下

立 田

525 畳家

畳屋

527 畳屋

528 餌谷

立花屋

堅田之奥

堅田之本家

532 田 中

田 中

田那賀

田中屋

田中屋

537 谷後

538 谷の前

谷屋敷

540 種坂

田根屋

No. 屋 号

542 田畑

543 田端

544 立平

545 立平

546 為石屋

547 丹波田

548 力金旦

茶屋

550 塚畑

堤

552 坪の内

553 坪之内

坪之内

555 坪之内分家

556 鶴岡合

557 猛尋寛回

558 出井

559 出来谷

鉄穴

出平

出店

出店

出店

565 出店

寺廻

567 寺垣内

寺谷

569 寺床

570 寺ノ下

寺の前

572 寺の前

573 寺之前

寺の問

575 寺之門

576 寺前

577 天古

578 天庭

579 天庭

580 天庭の下

天庭の中

582 土井

土井

584 土居

585 堂 々

586 堂垣

587 堂垣

588 堂 田

堂庭

590 堂の奥

堂ノ原

592 堂 ノ原

堂の向

594 豆腐屋

595 同道前

596 時戸
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No. 屋 号

597 戸鼻

富在家

友 田

600 成

601 中

602 中

中

604 中

605 中

606 仲

607 仲

608 那加

609 中井

中井

中居

中家

仲泉

614 中井田

615 中枝茂

仲尾

中大谷

仲尾出店

長廻

長廻

中神田

中紺屋

中紺屋

中越前

625 中島

626 中島屋

中下

628 中下

629 中新屋

仲筋

長砂

ながせ

中曽根

中空

仲田

636 中高松

637 中西

638 中西

639 中西

640 仲西

641 仲野上

642 中之谷

643 中の家

644 長畑

645 長畑

646 中原

647 中原本家

中半登

649 中東

650 中平田

中舞屋

No. 屋 号

中前

中道

中村

中村

656 中村

657 中屋

658 中屋

659 中屋

660 中屋

661 中屋

662 中屋

663 中屋

664 中屋

665 中屋

666 中屋

667 中屋

仲屋

仲屋

670 仲家

長屋

672 奈賀家

673 中屋敷

674 中屋敷

中屋敷

中屋敷

677 中屋敷

678 中屋敷

679 中屋敷

680 中屋敷

中山根

梨ノ木田

683 梨ノ木田

684 梨ノ本田

685 灘

686 灘海部

687 灘の前

688 灘屋

689 縄屋

690 難波之奥

691 難波之前

692 新屋

693 新屋

694 新屋

695 新屋

新屋

697 新屋

698 新屋

699 新屋

700 新屋

新屋

新屋

新屋

704 新屋

仁井屋

仁井屋

No. 屋 号

707 仁井屋中

708 新家

709 新屋分家

仁志

西

712 西

西

714 西

715 西

西岡

717 西廻

西掛木

西加茂分

720 西紺屋

721 西高松

722 西成

723 西灘

西成

西之奥

西之廻

西ノ前

728 西の前屋敷

西舞屋

730 西前

西屋敷

新 田

庭

庭田屋

735 沼 田

736 場市

737 橋本

738 橋本

739 橋本

740 橋本

橋本

橋本

橋本堂

744 橋本屋商店

745 畑 ヶ尻

746 畑屋

747 旗山

748 八反田

749 羽出場

750 羽出場

葉出場

752 葉出場

753 花 田

754 花屋

755 馬場

756 馬場

757 浜 田

758 浜田屋

浜東縄屋

760 張屋

林

No. 屋 号

762 林ヶ廻

763 原木屋薬局

764 原添

765 原屋敷

766 番曽利

767 はんど

768 半之田

769 東

770 東

771 東

772 東

773 束

774 東

775 東

776 東

777 東

778 東灘

東灘

780 東之前

781 東ノ脇

782 東原
Ｏ
Ｏ

ワ
ｒ 東原

784 東舞

785 東前

786 東前

787 東屋

788 樋の口

樋野口

790 平

平

平岩

平喜屋

794 平治割

795 平田

796 平田屋

797 平邸

798 平床

799 平屋敷

800 平屋敷

801 平屋敷

802 広沢屋

803 広畑

広道

805 広屋

806 広吉

807 批把区通本家

808 深 田

809 深谷

810 深坪

811 深本

812 福島

813 福島屋

福問魚店

福問分店

816 袋尻
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No. 屋 号

藤屋

富士屋

二畝場

820 舟大工

古小路

822 古前

823 風呂板

824 宝来廻

825 宝来廻の奥

826 保科大工

827 堀廻上

堀越

829 本家

830 本家

831 本家紺屋

本家佐藤

本谷

本家敷

本家敷

舞屋

837 一副
Ｏ
Ｏ 単刷
Ｏ
Ｏ 一削

840 学刷

841 一刷

842 単刷
ガ
仕 単刷

844 単団

845 単副

846 単副

847 単削

848 前家

849 前掛木

850 前崎

851 前田

852 前 田
０
０ 前 田

854 前 田

855 前 田

856 前代官所

857 前段原

前中原

前東

860 前屋敷

前屋敷

前屋敷

前屋敷

864 枡 田

間谷鍛冶屋

866 間谷本家

松尾

868 松ケ中

869 松元

870 松本

871 松屋

No. 屋 号

872 松屋

松家

874 松 山

875 松 山

876 的場

877 的場

878 的場

879 間之美

880 豆富屋

881 豆富屋

882 増屋
Ｏ
Ｏ まるたき

884 まると鮮魚店

885 まるや

886 廻

887 満ノ屋

888 み か

889 美賀家

890 美喜屋
０
０ みさき屋
Ｏ
Ｏ 御崎屋
Ｏ
Ｏ 水先

894 水花

道ノ下

896 道ノ下

897 光田屋

898 港屋

899 南ヶ市

900 南畑

901 三原屋敷

902 宮廻

903 宮廻

宮廻

宮ノ下

906 宮ノ下

907 宮の下

908 宮ノ原

909 宮ノ前

宮ノ前

宮ノ前

宮の前

宮原

宮腸

妙岩寺

916 明見

917 明寿廻

918 向江

919 向井

920 向井

向井

922 向屋敷

向

924 向田

925 向屋敷

926 向田

No. 屋 号

927 向原

928 向原前

929 向屋敷

930 向屋敷

室屋

持 田

933 餅屋堀

元 開

935 元 田

936 元 田

元屋敷

桃木堀
ａ
υ 森

940 森枝茂

941 森ヶ廻

942 森の下

943 森ノ下分家

944 森之前

945 森本

946 森脇

947 人窪田

948 八雲本陣

矢吾屋

屋敷

屋敷

矢 谷

矢谷枝茂

954 矢谷下

955 矢谷尻

956 矢田屋

957 矢頭

958 矢床

959 薮の内

960 薮之根

961 矢掘

962 山崎

山崎

964 山崎

山崎

966 山崎

967 山崎

968 山田

969 山根

970 山根

971 山根

972 山根

973 山根

974 山ノ空

山本屋

976 山屋敷

977 山屋下

人幡原

979

980 豊龍寺

981 湯之原

No. 屋 号

982 指田前

弓場

984 横町分家

985 横町本家

986 横屋開地

吉井廻

988 呼立

989 代宮家

990 代宮家
＾
υ 代宮家

992 代宮家坂
＾
υ 若宮

994 若宮

脇 田

996 早生田

997 和 田

998 渡部本家

和田屋
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祭礼・年中行事の変化の契機

はじめに

小論は、宍道町で現在伝承されている祭礼・年

中行事をまず紹介し、次に聞き取り調査に基づい

て戦前の状況に可能な限り遡り、両者の比較の中

から、個々の行事の変化もしくは衰退の契機を求

めることを目的とする。しかしながら、いまだ調

査は不十分であり、今後の調査に向けた仮設的な

作業であることをあらかじめお断りしておきた

とヽ。

年中行事とは「年々同じ暦時がくれば、同じ様

式の習慣的な営みが繰り返されるような伝承的行

事」を意味し、それは個人としてではなく、「集

団ごとにしきたりとして共通に営まれる」もので

あり、したがって、「一種の拘束性をもって、そ

の慣行実践が迫られる」ものとされている。この

社会的な拘束性故に、一般に行事は継続されると

考えられている 0。 この観点からすれば、拘束性

の弛緩に行事の変化もしくは衰退を導く契機を見

ることができるであろう。

ところで、山陰の民俗について広く調査を行い、

多くの論考を著している石塚尊俊は、年中行事の

衰退について二つの契機を示唆している。第一に

生活様式の変化である。例えば動めに出るように

なると、祭日だからといって勝手に休めなくなる。

逆に以前は祭日といった特定の日しか仕事を休む

ことができなかったが、勤めに出て、一定の休日

が当たり前になると、祭日 (休 日)の意味が薄れ

てくる。このようなことから、祭日の移動や行事

の表退が生じたとするのである。第二に、技術の

進展により従来の農法・漁法が変わり、かつて労

品 'H 知 彦

働を支配した信仰が衰退したことである②。

以上の整理から、祭礼 。年中行事の変化の契機

として、地域・集団における社会的な拘束力の弛

緩、生活様式の変化、信仰心の衰退という3点が

想定できることを、まず指摘しておきたい。

現在の年中行事

平成9年 に『宍道町史』に向けて、質問紙を用

いた民俗基礎調査を実施している③。その結果を

まとめたのが表1に掲げる年中行事一覧表である。

地域によって回答にばらつきが見られるため、こ

こではこの表を用いて、現在の宍道町の年中行事

についての全体的な傾向をまとめるに留めたい。

第一に、餅つき、正月飾り、初詣といった正月

行事の一部、節分、盆や彼岸の行事などが比較的

濃厚に伝承されている。これらの行事は、盆や彼

岸に顕著に示されるように、先祖を祀るなど、同

族関係を含めたイエ、もしくは各家でなされるも

のである。

第二に、伝承が比較的濃厚であるイエもしくは

各家ごとになされる行事や正月行事において、元

旦に歳神への供物や家族の食事を炊く水を汲む若

水の行事や、藁のない初め、縫い初めといった行

事、また七日正月、粥を歳神に供え、またこれを

家族で食する七草粥の行事などの伝承が薄いこと

である。

第二に、社日などの例外を除いて、家など担わ

れる集団を問わず、田の神迎え、田植え後になさ

れる半夏、虫の害を防ぐ虫送りなど、農耕に関す

る行事の伝承が基本的に薄いことである。
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第四に、節旬、紐落としに見られるように、子

供が関与する行事の伝承が濃厚なことである。こ

れは基本的に伝承が薄い農耕儀礼の中において

も、亥の子が比較的伝承 されていることからも裏

付けられる。

以上のことから、基本的にはイエもしくは各家

で行われる行事、子供が関与する行事は比較的伝

承 されているものの、地域で担われる行事もしく

は農耕に関する行事は、比較的伝承が薄い状況に

あると言 うことができるであろう④。

年中行事の変化

それでは、和名佐地区を例にとって現在の年中

行事とその変化について触れてみたい。調査が不

十分ではあるが、現状 とその変化を表21こ まとめ

てみた。○印は現在では行われていない行事、△

印は現在でも伝承 されているものの、何 らかの形

で変化 している行事である。

この表から、全体的な傾向として、変化の時期

を3つ に集約 させることができるだろう。第一は

戦前、さらにいえば戦時中、第二は戦後まもなく

の時期、第二は昭和40年頃である。これを先に挙

げた民俗基礎調査の結果および筆者の聞き取 り調

査の結果をもとに、各地区の状況と照らし合わせ

てみたい。

第一の時期、すなわち戦時中には、 トロオイの

行事がなくなり、七夕も地域全体では担われなく

なっている。小林地区においても秋の社 日が中止

され、また膝塗 りもこの時点から伝承 されなくな

っている。田根地区においても正月の宮練 り、蓮

華の行事などがなくなっている。菅原地区におい

ても祭礼の際の提灯製作が中止 され、鏡・佐倉地

区においても、結婚の祝いとしての地蔵担ぎがな

くなっている。これらは戦況が厳 しくなったこと

により、華美な行事もしくは酒の振舞がなされる

ような行事が行いにくくなってきたものと思われ

る。あえていえば、戦況の悪化を契機とした生活

様式の変化が、祭礼・行事の変化をもたらしたと

考えることができるのである。

さて、第二の時期、すなわち戦後まもなくの頃

には、若水や三百二十日の行事がなくなっている。

小林地区においても、1月 2日 の田打ちの行事がな

くなり、また、2月 1日 に行われていたとされるコ

トオイの行事も、この時期を境に伝承されなくな

ったようである。この行事は、赤飯を炊き、また

栗の木を割って箸を作り、この箸で赤飯を神に供

えるとともに、藁に包んで庭に吊るすといった行

事であった。また菅原地区においても、奉納相撲

が行われなくなり、また新年の行事が頭屋組織で

担われなくなっていったようである。これらは戦

後の物不足などといった物理的な要因が背景にあ

るのかもしれないが、それよりも「戦争に負けて、

神さんのありがたみが薄れた」と意識されたから

である。この意識は宍道町に限らず、筆者がかつ

て聞き取り調査を行ったことがある美保関町で

も、話者がよく口にしたものである。推測が許さ

れるならば、敗戦にともない、戦時中に比して神

に対する信仰心が薄まったことが、祭礼・行事の

変化をもたらしたのではないだろうか。

第二の時期、すなわち昭和40年頃には、ものは

じめの行事がなくなっている。また兼業農家が増

えたために、この時期に歳徳の行事に限らず、多

くの行事が日曜日に移されたという。佐倉地区に

おいても、歳徳・トンド祭が頭屋組織によって担

われなくなっている。小林地区では、どの行事と

いうことではないが、全体的に行事が変化してい

ったのは昭和40年位ではないか、とされている。

これは冒頭に述べた高度成長に伴った生活様式の

変化が、祭礼・行事の変化をもたらしたものと考

えることができるであろう。
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このように和名佐地区で挙げた祭礼が変化 した

時期・契機は、宍道町全体にも当てはまり得ると

想定できる。

るわりに

以上、宍道町の祭礼・年中行事の現状と変化を

不十分ながら概観してきた。そして基本的に、祭

礼などの変化をもたらした契機として、戦況の悪

化、敗戦に伴う信仰心の衰退、高度成長にともな

う生活様式の変化を挙げることができることを示

してきた。

ところで、小論で紹介した変化の時点は、質問

紙による調査や聞き取 り調査に基づくものであ

る。いわば人々の記憶によるものである。したが

って、祭礼が変化した時点、伝承されなくなった

時点を正確には示していない可能性がある。しか

しながら、それを認めたとしても、その記憶の時

点が全体的に一致している時、その時点は地域の

生活の歴史にとって大きな意味を持つものではな

いだろうか。

例えば昭和40年 という時点は、どのような記憶

を通して語られたのだろうか。すぐに思いつくの

は昭和39年の大水害である。実際に和名佐地区で

は、この災害の復旧工事をきっかけに、「弁当作

業」つまり上建業をはじめとした勤めに出るよう

になったという。大水害が、生活様式の変化、も

しくは祭礼変化の起点として記憶されているので

ある。つまり昭和40年 という時点は、大水害の記

憶から導かれている可能性があり、この意味にお

いて、記憶上の変化の時点の全体的な一致を通し

て、地域の生活に重大な影響を与えた事象を浮か

び上がらせることができるように思えるのであ

る。

また冒頭に挙げた祭礼・年中行事の変化の契機

としての生活様式の変化は、和名佐という地域に

おいては、水害によってもたらされたのであり、

漠然と高度成長の影響と捉えるのではなく、地域

内の個別事情を考慮すべきものである。同様に、

信仰心の衰退も敗戦という事実も関連しており、

単に生業との関連のみで考えるのは不十分である

う (0。

今後、記憶の時点や地域の個別事情を重視しな

がら、小論で触れた祭礼変化の契機を指標として

調査を行い、祭礼 。年中行事を中心とした生活の

歴史、敢えて言えば記憶の歴史を構成してみたい

と考えている。

(1)民俗学研究所編 F民俗学辞典』、東京堂出版、

昭和26年、P447

(2)石塚尊俊 『日本の民俗 島根』、第一法規、

昭和48年 PP235-236

(3)こ の調査は平成9-11年 にかけて島根県教育

委員会が行った「祭 り 。行事調査」の基礎調査

に併せて宍道町古文書悉皆調査委員の協力で、

町史編纂事業により行われた。なお、表は浅沼

政誌が整理 したものに筆者が加筆 したものであ

る。

(4)こ れらの特徴の分析については今後の課題と

したい。

(5)な お、小論では社会的拘束力の弛緩による祭

礼の変化という側面には触れることができなか

った。今後の課題としたい。
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呂:表 1 年中行事一覧表

宍道地区

一 瞬 首 一 瞬 両 二 区 四区 五 区 口召不ロ 坂 口 金山上 佐 布々下 大森 畑 伊志 兒

正
月
行
事

餅 褐 き (E D ○ ○ Э

煤 私 い ○ ○ ○ ○ ○ D (D O
松 飾 り f) D D D ○ ○ ○

注運縄 ○ ○ 9 ) [) C)

仄 飾 り () CD D D D ○ ○ ○

お節料理 ○ ○ D
年 誠 し 0 D ○ ○ ○

帝D三冒 (E Э ○

若 水 � え ○

税 い の 膳

正月遊び ○

トンド CD D ○ ○

七草粥 ○ ○

日祭り 0 0
七 日下 月

銘 開 き 0 ○ ○

仕事始め ○ D
飾り外し (E D ○ ○ ○ ○ ○

松納め

年 占帝

旧正月 ○ ① C O 0
二 十 日正 月 0 ○ ○

大 黒 さん ○

年神送り

農
耕
儀
礼

事はじめ

詈 作 祈 願 ○

田の神迎え

47J午

Ш植え

田休み 色)

半 屋 ○

虫送り
FFlの 細彬 ○ ○ ○

亥の子
収

○ ○

そ
の
他

節 分 D 0 ○ ○ ○ ○

えびす講 ○ )
忌 の 日 ○ ○ D
社 日 ① D
春 彼 ○ ○

注 笑

桃の節句 ○ ○ ○ ○ 9 ①

端 午 の 節 旬 D ○ ○ ○

八十人夜
至 ○

トロヘイヤ

オオタンヤ

山 の 神 の 日 ○ ○

美保関の祭 ()

組 祭 り

馬頭祭り
蓮 華 ) ① ○ ○ ○

牛市 D ()

十 用 の 平 D ○ ○ ○ ○ ○

七 タ ) D ○ O
盆行事 ○ ○ ○ 『) ξう

月 見 ○ ○ ○

二百十日 ○ C

秋 彼 岸 ○ ○ ○ ○

秋祭り ○ ( O 0 Э ○

釜 祭 り

お大 日中さん

「 落とし D ○ ○ ○ ① 〔)

冬 全 ○ ○

針 供 番 C ∩ ○
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来待地区

大森 佐 倉 田根 小林 和名佐 菅原 鏡 弘長寺 浜東 浜西 久戸 ′I、ガリヽ 中垣 内ヶ峠 横 見

正
月
行
事

餅携き ○ ○ ○ ○ ○ D D 0

t)

松飾り ○ ○ ○ ○

注連縄 (E

仄 飾 り C) ○ ○ ○ ○ ○

お節料理 ○ 0

年 越 し (う CI () ○ ○

初詣 O ○ ○ 0 0

者 水 辺 え

祝いの膳 O
正月遊び

トンド ① ○ C ○ Э ○ ① ① ○

七車粥 ○

福もらい

日祭り ○

七 日T月 (う

鏡開き ○ ○ ○ ○ ○

仕事始め

飾り外し C ① 〇 ○ O
松納め

年 占い

旧正月 D D

二 十 日T日 9

大 黒 さん ○

年神送り

農
耕
儀
礼

事はじめ 0

田の神迎え

田 植 え ○ ○ ○

田休み

半 夏

虫送り
田 の 神 迎 え

亥の子 ○ 0

収 梧 祭 C)

麦 祭 り 〇 ○ ○ ○

そ
の
他

節 分 C ① ○ ○

えびす講
忌 の 日

社 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ D 0

春 彼

涅 美

桃の節旬
端 年 の 節 旬 ○ ○

八十人夜
雇 至

トロヘイヤ

オオタンヤ

山 の 神 の 日 ①

幸 保 関 の 祭 D

組 祭 り

馬頭祭り
蓮 軍

牛市

土用 の ■ ① )

七 タ ○ O ○ ○ D
倉 重 C O (D 『 D

○

三百十日

岸 こ) ① ○ ○

秋祭り ○ 0 0 D

釜 祭 り )

お大師さん ○

とし tづ υ

冬至 ○ ○ ○

針 供 番 こう
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出表2 和名佐地区の年中行事とその変化

なゝいというが現在は余りこだわっていない

の当番が注連縄を張り替える 田仕事はしない

6日 になり現在は十王堂供養と同

カゴイワイ)、

その他の神仏。講など

厖興ご    化 内 容

荒神 入 ぐ川じ0(3-4軒 ,、 土 地 の 利

地 ギ 奈で祀る(1-2軒 )、 土地の神
釜 刀 羅 5叶¬師 Eる 、タタラの神と帝ヽう人もヽ るヽ

肇子 1軒で祀る

R長 (5隣保)てMEる

釈迦堂 1 て珀じる

ツユジンさん なマダラ蛇が住む、女性の病気に良い

甲子講 程 度

? 目1こ示とヽヽ

△ 窯 現 在 4-5軒 、以 前 は25-26軒 、肺 病 予 防 だったの で は

○印は現在では行われていないもの、△印は現在ヽ 伝承されているものの何らかの形で変化しているものを示す。
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宍道町古文書悉普調査とその手法

1.は じめに

宍道町史編纂事業は平成9年 (1997)よ り始ま

るが、その前年に宍道町史編纂検討委員会を設け、

町史編纂の意義、方針、内容、計画等について検

討をおこなった (『宍道町史編纂計画』を『宍道

町歴史叢書3(町史研究 I)』 1998に 掲載)。

この検討委員会の中で町史編纂の付帯調査とし

て、「古文書悉皆調査」の実施と近世文書の解読

スタッフの配置が必要とされ、町史編纂事業に先

だち、平成8年6月 より古文書調査に取りかかるこ

ととなった。

以来、古代 。中世の文書については『宍道町史』

史料編として集成し、近世 。近代文書については

所有者や地元の方々の協力を得て、史料目録 (2

分冊)の形で発刊するに至った。

宍道町で行った「古文書悉皆調査」は、一つの

自治体を単位としておこなった徹底的な古文書調

査としては島根県内では例のないものであり、今

後の古文書調査等にあたっての参考になれば幸い

である。

2.古文書悉皆調査の意義と必要性

地域の歴史を明らかにしていくうえで、地域に

残された史料を基本とすること、とりわけ文字で

書かれた古文書の活用は地域の歴史を直接に物語

るものとして重要である。しかも、紙や木に書き

残された史料は基本的には世界に一つしかないと

いう意味でも貴重である。古文書は個人や地区の

所有物という場合も多いが、地域の歴史を明らか

宍道町史編纂室

にしていくうえで共有の財産とも言えよう。

ところで、地域の人々にとって大切なものにも

関わらず、古文書はかつてないほどに散逸、紛失、

焼失、売却などの危機に瀕している。実際、調査

に出かけてみると、火災で焼失したり、家の改築

の折りに廃棄してしまった、という話はよく聞か

される。また、社会環境の変化や古文書自体が今

日では読みづらい文字ということもあって、世代

が交代すると所在も忘れられてしまう場合も多

い。更には、宍道町に関わる古文書が古書店で販

売されていたという話もあった。

このため宍道町では、文献史料の所在を速やか

に確認し、保存のための措置をとっておくことが

緊急の課題と考え、古文書悉皆調査に取り組むこ

ととなった。

3.調査の対象と体制

(1)調査の対象

宍道町古文書悉皆調査では次に掲げるものを対

象とした。

①宍道町に現存する近代まで (原則的に明治時

代までとするが、必要に応じて昭和時代まで)

の古文書類

②宍道町役場の保管する行政文書 (合併前 :昭

和30年まで)類

③大学、研究機関、図書館、行政機関等に保管

されている宍道町に関係がある古代から近代

までの古文書、文献史料 (雑誌、新聞、その

他)類
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(2)調査の体制

古文書悉皆調査をおこなうにあたって次のよう

な体制で臨んだ。

①研究者 (客員調査員)と の連携による調査

宍道町に関連する古代、中世文書について

は現時点で集成可能な限りのものを町史史料

編に掲載するため、町史執筆者 (古代、中世

担当者)に調査を全面的に依頼 した。近世、

近代、文書については文書内容を史料目録と

して掲載するため、町史執筆者 (近世、近代

担当者)と 町史編纂室専門調査員が協力して

調査を進めていった。

②地元の協力体制

平成8年6月 から宍道地区、来待地区それぞ

れの地区に「古文書悉皆調査委員会」を設置

し、概ね字単位 (新興住宅地を除く38地区を

設定)で調査員を委嘱した (別紙1参照)。 調

査員には地元の歴史グループなどで活動をし

ておられた方々を中心にお願いし、宍道町内

に残る古文書所在調査を行ってもらったが、

この組織が古文書調査のみならず、地元の協

力や情報を得るのに大いに役立った。

③専門調査員の配置

町史編纂事業にともない「宍道町史編纂室

(事務所名として、行政上は町教育委員会町

史編纂係 )」 を設置し、町史編纂上必要な調

査や事務のほか、近世・近代文書の悉皆調査

を併行して進めていった。編纂室には古文書

調査を想定し、史料解読可能な専門調査員を

配置した。当初2名 の専門調査員で事業を進

めたが、予想以上に調査や新聞・雑誌の関連

記事検索が多く、最終的には4名 の専門調査

員体制で事業を進めることとなった。

4.調査の進め方

調査の進め方は宍道町古文書悉皆調査実施要頂

(別紙1)に基づき以下のようにおこなった。

(1)所在確認調査

▲地元の調査員さんとの打ち合せ

▲研究者の皆さんとの打ち合せ

▲専門調査員と地元調査員さんとの打ち合わせ
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地元の調査員等が各地区ごとに、古文書の所在、

状態を確認の上、「宍道町古文書所在調査票」 (別

紙2)イこ必要事項を記入する。また、外部調査委

員の協力を得て、宍道町関連史料を保管する専門

機関、行政機関をリストアップする。

(2)概要確認調査

①調査カード作成

宍道町古文書所在調査票等によって所在が確認

された場合には、地元調査員、外部調査員に協力

してもらい、専門調査員が直接史料にあたり、史

料ごとに「調査カード」 (別紙3)を作成する。

▲襖下張り文書の調査

②マイクロフィルム撮影

調査カー ド作成に併せて、史料をマイクロフィ

ルムまたは35ミ リカラーフィルムで撮影 し、保管し

た。撮影は現地でおこなう場合もあるし、史料を

一時借用 して事務所で撮影する場合 もあった。マ

イクロフィルムカメラは調査の必需品として平成

9年度に購入したものである。マイクロフィルム

はマイクロフィルムリーダーでプリントアウトす

る必要があるが、予算の都合で購入できず、島根

県立女子短期大学、島根県古代文化センターのリ

ーダーを借用させていただいた。

③整理箱での文書の保管

調査カー ドの作成、マイクロフィルムの撮影等

の一連の調査が終了した後、文書を分類 して封筒

に入れ、それを市販の段ボールにまとめて入れて、

日録または調査カー ドのコピーを添付 して所有者

に返却 した。更に、段ボールの表面に文書名、調

査年月日、廃棄するようなことが起きた場合は教

育委員会にて保管させていただきたい旨を記 した

用紙 (別紙4古文書史料の保存に関するお願い)

を貼 り付けるような工夫も施 しておいた。

▲マイクロフイルムでの撮影

▲整理箱での保管
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④新聞・雑誌検索、町外史料の調査

図書館、専門機関、県・他市町村等の行政機関

で保管されている宍道町関連史料や新聞、雑誌等

についても検索と記録をおこなった。これが大変

な分量で、多くのアルバイトや専門調査員が調査

にあたったが、なかなか追いつかなかった。島根

県では県レベルでの史料調査がほとんど進んでお

らず、改めて一町で町内関連資料を広く収集する

ことが困難であると実感した。一刻も早く島根県

レベルでの史料調査が県の主体的努力によって進

められることを望んでいる。

↓ふ■1巖
▲専門調査員による古文書解読

(3)専門的調査

概要確認調査等で特に重要と思われる史料につ

いては、客員調査員、専門調査員が解読等の専門

的調査をおこなった。

(4)調査会議

調査状況の確認、情報交換等の目的で地元調査

員の方との会合 (「古文書悉皆調査委員会」)や客

員調査員の先生方と会議を定期的に開催 した。先

にも記 したが、地域で古文書調査をする場合、先

ず古文書の所在確認調査が不可欠である。この所

在確認のために地元の情報に精通し、地域の中で

それなりの立場をもっておられる地元調査員の

方々存在は大変ありがたかった。特に、古文書悉

皆調査の初期の段階では、地元調査委員との会合

をかなり頻繁に開催した。

5.お わ りに

宍道町の古文書悉皆調査をやり終えた結論とし

ていえることは、人の確保を十分に考えて古文書

調査を計画することである。宍道町周辺で現在行

われている資料収集の状況を見ても、驚 くほど少

ないスタッフで取 り組んでいるところが少なくな

い。これではとても史料調査が十分になされると

は思えない。ただ収集することにとどまったり、

闇雲に蓄積するのみに終わる様なことになる可能

性が高いのではないだろうか。今回私たちが行っ

た悉皆調査の問題点をここに挙げて、今後、他の

地域でこのような調査が行われる際の参考にして

いただければ幸甚である。

①近世文書・近代文書の解読ができる、文書を扱

った経験のある人員の確保

当初、近世の史料が多く出ると考えていたが、

実際には近代の史料が非常に多く残っていた。近

世史料は古 くて汚 く、ゴミとして扱われやすい上

′／
狩
剪

▲新間の検索
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に文字も読みづらく残りにくいのに対し、近代の

史料は文字がある程度読める上、量も多いため残

りやすかったのであろう。

しかし、実際には文字の判読の困難なものもあ

り、史料の内容や関係を判断するのが難しいこと

などにより、調査はしばし暗礁に乗り上げた。そ

こで、急邊近代史を専攻したスタッフを確保して

対応した。ただ解読ができるというだけではなく、

できれば文書を整理した経験のある、ある程度歴

史の基礎知識をもった人が望ましい。

②常時スタッフの人員の確保

5年間のあいだには様々な理由でスタッフの入

れ替わりがあり、その中で仕事を進めていく内に、

その都度スタッフの人数がもっと必要と感じてき

た。1人でコツコツやっていたのでは時間がかか

るばかりである。以下、仕事の順を追って具体的

にそのケースを挙げておく。

●バラバラになりそうな史料・既になっている

史料の補修や接合をする場合

。所蔵史料の量が多い場合や現場でカードをと

る必要のでた場合、複数の人員で一気にカー

ド取りをする必要がある。

●マイクロを撮影する際にも、二人ならかなり

はかどる

。下調べや関連史料の調査を要する場合、図書

館等に出向いて調べる必要がある

。日録作成にあたり、打ち込みや校正を迅速に

する場合

③アルバイト要員の確保

近代史料として欠かせない新聞・雑誌検索や、

マイクロフィルムのプリントアウトなどには、常

時スタッフ以外の人が適している。しかし、私た

ちはなかなか見つけることができなかった。

これらをすべて克服して調査を進めることは、

現状ではとても無理だと思われるが、どのような

史料を、どのような方法で、どこまでを目途とし

て調査するのかを当初から十分に検討 していけ

ば、クリアできるはずである。たとえば、マイク

ロ撮影を一部だけでもデジタルカメラに替えると

か、解読できる人を編纂室のスタッフでなくても

常に確保しておくとか、知恵を絞ればまだまだ改

善の余地はあると思う。

宍道町の悉皆調査は当初の見込みが甘かったと

はいえ、改良・検討を何度も加えて、最終的に日

録を刊行するところまでこぎつけた。これも一重

に、様々なかたちでご協力いただき、またご助言

を賜った町内外の関係者の方々のおかげである。

ここに深く感謝して、この報告を終わりたい。

(本稿は稲田信、松本美和子が執筆した。)
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(別紙1)

この調査は、宍道町に関連する古文書について、

その所在及び保存状況等 を調査することによっ

て、その実態を把握、保存策を検討するためにお

こなうもので、次の点を主な内容とする。

(1)宍道町関連の古文書の所在の確認

(2)重要な古文書の専門的調査

(3)散逸・亡失を防ぐための古文書の保存策の検

討

2.調査対象

調査対象となる古文書、文献史料 (絵図、地籍

図、系図、古記録、古典籍類)は次に掲げるもの

を対象とする。

(1)宍道町の地元に現存する近代までの古文書類

(2)宍道町内に現存する文献史料 (雑誌、新間、

その他 )、 行政文書 (合併前 :昭和30年 まで)

類

(3)島根大学、島根県立図書館、広島大学、島根

県等に保管されている宍道町に関係がある近代

までの古文書、文献史料類

3.調査体制

①指導と専門的調査を依頼するために古代、中世、

近世、近代の専門研究者を客員調査員として委

嘱する。

②地元の古文書の基礎調査をおこなうために地元

から選出された調査員 (地元調査員)を委嘱す

る。

③所在の報告された資料の専門的調査をおこなう

ために事務局に専門調査員をおく。

④事務局を宍道町教育委員会 (町史編纂係)にお

く。

4.調査の内容

(1)古文書確認調査

所在確認調封

地元調査員等が各地区ごとに、古文書の所在、

状態を確認の上、宍道町古文書所在調査票 (別紙

様式1)|こ必要事項を記入する。また、古文書悉

皆調査委員等の協力を得て、宍道町関連史料を保

管する専門機関、行政機関をリストアップする。

瞬 要確認調封

古文書所在調査票等によって所在が確認された

場合には、地元調査員に協力してもらい、専門調

査員が直接史料にあたり、史料ごとに調査カード

(別紙様式2)を作成する。また、専門機関、行政

機関等で保管されている宍道町関連史料について

は検索と記録をおこなう。

[専門的調査〕

概要確認調査等で特に重要と思われる史料につ

いては、客員調査委員、専門調査員が内容確認調

査をおこなう。

(2)調査会議

調査状況の確認、情報交換等の目的で地元調査

委員会や外部調査委員との会議を定期的に開催す

る。

宍道町古文書悉瞥調査実施要頂

1.目
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5.調査実施年度

平成8年度 ・…・所在確認調査

平成9年度 ・…・所在確認調査、概要確認調査

平成10年度……概要確認調査

平成■年度……概要確認調査

平成12年度……概要確認調査、史料目録 I(来待

地区、行政文書)作成

平成13年度……概要確認調査、史料目録Ⅲ (宍道

地区、寺社関係、学校・婦人会関

係)作成

6.客員調査員、専門調査員氏名

客員調査員     専門調査員

森田喜久男 (古代) 井上 千幸 (H10,4～ H12,7)

井上 寛司 (中世)大 國由美子 (H12,4～ )

岡  一宏 (近世)居 石由樹子 (H12,10～ )

小林 准士 (近世)多 久田友秀 (H9,4～ H14,3)

伊藤 康宏 (近代) 錦織 希衣 (H10,4～ H12,3)

内田  融 (近代)松 本美和子 (H9,4～ )

竹永 三男 (近代)

7.宍道町古文書悉皆調査員

7.宍道町古文書悉皆調査地元調査委員名簿

[来待地区]

地区名 氏  名

来待大森 百合沢 喬 高本 一成

佐倉 永原 和男

田根 犬山  勇

和名佐 福山 良雄

小林 永江  正

菅原 狩野 道彦 狩野 忠良 狩野 邦雄

鏡 勝部 仲夫

弘長寺 土江 弘泰 土江一三

[宍道地区]

浜東 伊藤 成 一

浜西 土江 彰二

久戸 坂本 研次 伊藤 英夫

小松 伊藤 順朗

中垣 土江 嘉久

内ケ峠 成瀬 和作

横見 出川 迪夫

大野 曽田 邦雄

地区名 氏  名

一区東 石富 寅芳 犬山 英男 小草  勉

一区西 福田 幸市

二 区 小豆沢良久 増原徳太郎

三区 梶谷 博己 松本 晴子

四区

五区

六区・桜ケ丘

坪 内 権吉 馬 田 実 庄司治義

昭和 蔵敷 義治

下白石

上白石

下倉

古瀬 美明

才

坂 口 伊原 茂夫

金山上。下 福田 正吉

佐々布中

佐々布下

庄司 敏郎

宍道大森 藤原 勝義

岡目。佐 旭々 川島 正吉

畑

荻田

小佐々布

佐藤  郁

伊志見 持田  豊

平成8年依嘱者
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(房咄湘氏2)

宍道町古文書所在調査票

文 書 名 家文書

所 蔵 者 名 (屋号 )

住 所
地区 (宍道町大字 番地 )

備 考

調査年月日 平成 年 月 日

調 査 著

(宍道町古文書所在調査票記載要項)

1.文 書 名 文書を所蔵している家、団体、地区の名前を記入する。

2.現所蔵者名 個人の場合は個人名、団体・施設はその名称を記入する。

3.住   所 現所蔵者の住所 (地区名)を記入する。

4.備   考 もし分かれば、文書の内容、時代、数量、寄贈等の可能性、所蔵のいきさつ、その他必要な事項

等を記入する。

5。 調査年月日 調査を行った年月日。

6.調 査 者 調査をおこなった全ての方の名前を記入する。

(男J湘氏3)

調査カード

文書 仮番号    I HLA/1 No.  1整理番号

年 代 年 月 日 数量  通・冊・綴

文書名
(内容)

差 出

宛 名

形 状

備 考

調査年月日 宍道町史編纂室
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(男U湘氏4)

この文書資料は、下記の通り調査

調 査 日 :    年   月   日～   月

調 査 者 :宍道町教育委員会 (宍道町史編纂室 )

フイルム撮影 :  未撮影  ・ 撮影済   (    月

古文書史料の保存に関するお願い

。整理致 しました。

日

日)

文書資料は、後世に時代の姿を伝える貴重な文化遺産です。

しかし、これらは常に散逸の危険をはらんでいます。今後とも所蔵者の皆様による丁重な保管をお

願い申し上げます。

なお、保管が困難となった場合は、必ず「宍道町教育委員会」までご連絡下さい。責任をもって保

管させていただきます。

宍道町教育委員会

宍道 町史編纂室

■66--9122

166--3877
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宍道町史編纂日誌

宍道町史編纂室

平成13年度は、宍道町史編纂事業の5年 目にあたる。年間活動記録として、編纂室日誌および本年の活

動の概略を紹介する。

平成13年度活動日誌

5月 17日 近世史部会

5月 20日 近代史部会

6月 8日 通史編下巻下巻執筆者会議

7月 1日 執筆委員会 。宍道町史シンポジウム

7月 14日 宍道町史研究会 (第 1回 )

小林准士先生 (近世史)「松江藩地方支配の変遷-17世紀木～18世紀前半一」

竹永三男先生 (近代史)史料紹介「来待村・宍道村の村是 。村治一覧―近代行政村の自己認識」

8月 11日 宍道町史研究会 (第2回 )

岡一宏先生 (近世史)「宍道町域の村勢要覧としての「輪切帳」」

伊藤康宏先生 (近代史)「近代の宍道町域の産業と経済その1」

9月 8日 宍道町史研究会 (第3回 )

浅沼政誌先生 (民俗)「宍道町の養蚕」 (イ ンフォーマントからの聞取り結果報告)」

9月 ■日 来待地区古文書悉皆調査員会 (於改善センター)日録 I渡 し

10月 13日 宍道町史研究会 (第4回 )

内田融先生 (近代史)「保健・衛生行政、徴兵制について」

山崎貴之 (島根大学生物資源科学部学生)「島根県農会報における人束郡会・宍道村会・来待村

会の動き」

■月■日 宍道町史研究会 (第 5回 )

小林准士先生「『諸書附印形抽』(文政二年人月より、町年寄久右衛門)か らみた近世の宍道町」

12月 8日 宍道町史 (通史編下巻)執筆委員会

1月 12日 宍道町史研究会 (第 6回 )

山崎節枝先生 (民俗)第 2節「人の一生と人生儀礼」―来待地区の調査経過についての報告―

岡一宏先生「宍道町域の「往来物」について」

2月 16日 宍道町史研究会 (第 7回 )

伊藤康宏先生「明治維新の漁場変革」

小林准士先生「文政三年宍道町馬士一件について」
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3月 23日 宍道町史 (通史編下巻)執筆委員会 宍道町史研究会 (第 8回 )

竹永三男先生「来待・宍道地域における『区』の構造と機能」

多久田友秀 (編纂室)「近世後期における来待石製品の加工・流通と職人」

調査 (史料調査、ヒアリング等)や編纂室内ミーティング (原則週1回)等については省略した。

平成13年度宍道町史編纂室の活動の概略

①町内史料調査の完了と町外史料調査の継続

町内の古文書悉皆調査は継続中のものが宍道地区では7件残っていたが、文書の整理についてはすべて

完了することができた。また、町内寺社の文書・棟札についても追加調査を行い、調査を完了した。ただ

し、撮影については全て終了することができなかったため、来年度以降引き続き行う予定である。

町外史料については県立図書館等で所蔵の新聞・雑誌について、宍道町に関連する記事の検索を継続し

て行った。ただし、当初の予定では「松陽新報」「山陰新聞」「大阪朝日新聞島根版」「島根新聞」のすべ

てについて行う予定であったが、量が膨大であるため、「大阪朝日新聞島根版」「島根新聞」の検索を優先

的に行っている。

また、県庁所蔵文書についても宍道湖水産関係を中心に写真撮影を行った。

②『宍遭町史料 目録』 Iの完成報告会

昨年度刊行した『宍道町史料目録』 Iについては、9月 16日 宍道町農村環境改善センターにおいて、お

世話をいただいた来待地区の調査員さんを招き調査員委員会 (史料目録 Iを贈呈)を行った。また、この

会で古文書悉皆調査のための来待地区古文書悉皆調査委員会は解散した。

③ 『宍道町史料 目録』 Ⅱの編纂作業

町史編纂事業の一環として、『宍道町史料目録』Ⅱを刊行するための編纂作業をおこなった。2冊 目にあ

たる史料目録Ⅱには宍道地区区有 。家別文書、宍道町内寺社所蔵文書・棟札、宍道町内学校 。婦人会文書

を収録した。

史料目録は町史「通史編下巻」の執筆に先立ってなされた町内に所蔵されている古文書悉皆調査の成果

をまとめた古文書目録である。町史編纂室で調査・整理した成果を客員調査員 (町史下巻の執筆者)が項

目を分類し、解題を執筆した。
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④宍道町史研究会・ 町史下巻 (近世、近代、民俗)調査活動

(1)宍道町史研究会

5月 の近世史部会・近代史部会において、平成15年度の通史編下巻刊行の目標にむけて、各個人の研究

を進めるためと各執筆者間の情報交換・情報共有のため毎月1回、宍道町史研究会を開くことが決定され

た。会の報告者と報告内容は「平成13年度活動日誌」に掲げた通りである。この会では、下巻執筆者・町

史編纂室のほか、地元の方々や編纂事業に関わっている島根大学の学生さんにも参加をいただき、さまざ

まな情報を提供していただいた。

(2)下巻執筆にむけて調査活動

下巻の執筆にむけて各執筆者による調査活動が行われた。

A宍道町内文書の撮影 (区有文書等 )

B.宍道町外文書の撮影 (仁多町の糸原家文書、三刀屋町の原伝家文書県庁文書等 )

C.産業・民俗 (製糸業・漁業 。人生儀礼)の ヒアリング

などが行われ、町内の各地区の調査員さんや地元の方々、また糸原記念館・三刀屋町教育委員会・島根

県庁総務部総務課の方々には大変お世話をいただいた。

●宍遭町歴史叢書7『町史研究V』 の発刊

前号に引き続き、「通史編下巻」の執筆者によって同巻の執筆のための調査・研究の成果を寄稿してい

ただき、『町史研究V』 に収録した。小林准士先生 (近世史)に は「文政二年宍道町馬士一件について」、

浅沼政誌先生 (民俗)に は「宍道町の屋号」を、品川知彦先生には「祭礼 。年中行事の変化の契機」を報

告していただいた。また、古文書悉皆調査事業が本年度で終了するため、今後の参考として、古文書悉皆

調査の概要をまとめた「宍道町古文書悉皆調査とその手法」(宍道町史編纂室)を掲載した。

●宍道町史シンポジウム

平成12年度末、F宍道町史』上巻が発刊されたことをうけて、これを地元住民へ報告し、通史編上巻に

対する理解を深めてもらうためシンポジウムを開催した。「宍道町史通史編 (上巻)の執筆を終えて分か

ったこと」というテーマで宍道町蒐古館を会場に行った。パネラーは上巻の執筆者である丹羽野裕先生

(考古)・ 西尾克己先生 (考古)・ 森田喜久夫先生 (古代史)・ 井上寛司先生 (中世史)・ 山根正明先生

(中世史)の各先生にお願いした。
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●古文書を楽しむ会

毎月1回、計■回宍道町蒐古館において、鯖 )人雲本陣記念財団蔵木幡家文書 (嘉永5年「御用万留帳」)

を読んだ。

0町村史 (誌)のデータベース化

昨年度収集した町村史 (誌)について、データベース化の作業が進められ、ほぼ完了することができた。

また、各地の町村より今年度も町村史 (誌)を恵贈いただいた。
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「町史研究」(V・ 最終号)の編集を終えて

1997年度から始まった「町史研究」も、本号を

以て終わりを迎えることとなった。

この企画は、1995年度から刊行が始まっていた

「宍道町歴史叢書」の紙面を借りて、町史編纂事

業のスムーズな推進を図ろうとするもので、1997

年度の1号 (「宍道町歴史叢書」3)か ら2001年度

の碍  (同 7)ま での計5号 を数えることになった。

この間、合わせて15名の執筆者のみなさまから、

研究論文13編 、史料紹介4編、資料目録3編、その

他2編 などの原稿を寄せていただき、また毎号の

「宍道町史編纂日誌」に加えて、1号には「宍道町

史編基本計画」、ギ引こは「宍道町古文書悉皆調査

とその手法」、をそれぞれ掲載し、町史編纂事業

の具体的な内容やその進捗状呪を広く町内外のみ

なさまにご理解いただく媒体として重要な役割を

果たしてきて。

もともと、この「町史研究」の掲載を企画した

のは、主して次の3つ の点を実現しようとしたこ

とによるものであった。

1.学問的にも優れ、より豊かで充実した内容

を持つ町史の刊行に向けた基礎的な準備

2.町民の皆様の町史編纂事業への主体的で積

極的な参加の場の確保

3.町史編纂事業の進捗状況や到達点の町民の

皆様への報告

このうち、最も中心的な位置を占める1は、お

よそ次のような点を考えてのことであった。まず

第11こ 、今日の学問的な到達点を踏まえながら、

これを宍道町という具体的な場=地域に即して解

明していくことは、優れた宍道町史を作っていく

ための不可欠の前提作業でなければならないが、

そのためにはこれを支える学問的な調査・研究と

分析がそれぞれの分野や事項について独自に進め

宍道町史執筆委員長 井 上 寛 司

られなければならない。町史はその研究成果の総

括の上に立って、平易かつ一貫した叙述に心がけ

なければならないからである。「町史研究」はそ

うした研究成果を、直接学問的な形で提示する場

であり、また町史には十分盛り込むことが困難な

基礎的データや情報 (史料 。資料目録など)を開

示する場でもあると考えられるのである。

第2に 、上記のこととも関わって、「町史研究」

には次のような意味も付与されている。①「町史

研究」に掲載された論考への町の内外からの批判

的な検討を通して、宍道町の歴史に対する理解を

さらに深め、あるいは前進させること、②町史本

編の叙述を補い、あるいはその学問的根拠を示す

場としての機能を確保すること、などである。

2と して挙げた論点はこの①と深く関わってお

り、また②は今後における町民本編への理解が深

まる中で、改めて重要な意味を持ってくるものと

考えられる。

「町史研究」の終了を迎えたいま、当初あげた

掲げたこれらの目標が果たしてどれだけ達成され

たといえるのか、改めて検討を加えてみる必要が

あるが、3(少なくともこの点で、「町史研究」が

大きな成果を収めたことは疑いないところと考え

る)を除いて、残念ながらなお現状では必ずしも

明確になっているとはいいがたい。

私自身を含め、調査・執筆期間が著しく制約さ

れていたこともあって、十分に「町史研究」を利

用する時間的余裕が持てなかったことは、大いに

悔やまれるところである。町史本編に対する批判

的な総括と合わせ、ぜひ町民の皆様方からも「町

史研究」に対する率直なご意見をお寄せいただく

よう、お願い申し上げたいと考える。
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関係者名簿

突道町史編纂委員会

委 員 長 川島 光雅 (宍道町長)

副委員長 井上 寛司 (専門委員 宍道町史執筆委員長)

高岡 信也 (宍道町教育委員会教育長)

委  員 石富 寅芳 (地元委員 宍道地区)

狩野 道彦 (地元委員 来待地区)

西尾 克己 (専門委員)

伊藤 康宏 (専門委員)

塩野 脱郎 (行政委員 総務課長)

吉岡 誠― (行政委員 企画財政課参事)

執筆者

高安 克己 (島根大学汽水域研究センター)

勝部 圭― (東京大学大学院理学系研究科)

佐藤 仁志 (島根県環境生活部景観自然課)

淀江賢一郎 ((財)ホ シザキグリーン財団)

朽村 喜則 (島根大学生物資源科学部)

丹羽野 裕 (島根県古代文化センター)

西尾 克己 (島根県埋蔵文化財調査センター)

森田喜久男 (島根県古代文化センター)

稲田  信 (宍道町教育委員会)

井上 寛司 (大阪工業大学情報科学部)

山根 正明 (松江南高等学校)

伊藤 康宏 (島根大学生物資源科学部)

内田  融 (島根県埋蔵文化財調査センター)

岡  一宏 (島根大学法文学部)

竹永 三男 (島根大学法文学部)

事務局

栗原 啓悦 (生涯学習課長)

稲田  信 (学校総務課長補佐 町史編纂係長)

多久田友秀 (町史編纂係専門調査員、嘱託)

松本美知子 (町史編纂係専門調査員)

居石由樹子 (町史編纂係専門調査員)

大國由美子 (町史編纂係専門調査員)
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町史研究五号ができました。“はじめ"に もありますように、今号をもって宍道町歴史叢書に組み

込んできた「町史研究」は終了いたします。町史研究全号をあらためて読み返すと、編纂事業の始ま

りから今日までの事々と、関わっていただいた方々の顔が去来いたします。

平成 8年の宍道町史編纂委員会の席上、委員の一人であった松本美和子さんの一言で計画に入った

「町史研究」の発行は、関係の皆さんの励ましや執筆者の先生の一方ならぬご努力のおかげでなんと

か続けることができました。

個人的には、今年度は病気のために約 2ケ 月間ほど職場を休み、気力・体力を保ち続けることの難

しさを痛感したところです。充分な条件とは言えない中で、高い精神性と行動力によって町史編纂事

業を支えてくださった執筆者の先生方、地元調査員の皆さん、歴代の町史編纂室スタッフの皆さんに

は心より感謝申し上げます。 (稲田  信 )

編

発
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2002年 3月 31日

集 宍道町教育委員会 (町史編纂室)

行 宍道町・ 宍道町教育委員会
八束郡宍道町大字昭和1番地

刷 柏木印刷株式会社

松江市国屋町452‐2
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